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平成28年第２回占冠村議会定例会会議録（第１号）

平成28年６月16日（木曜日）

○議事日程

議長開会宣告（午前10時）

◎所管事項に関する委員会報告（議会運営委員長）

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 会期決定について

◎諸般報告

・議長諸般報告

◎村長行政報告

日程第３ 一般質問

日程第４ 承認第１号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第５ 承認第２号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第６ 承認第３号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第７ 承認第４号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第８ 承認第５号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第９ 承認第６号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第10 承認第７号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第11 承認第８号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第12 承認第９号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第13 承認第10号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第14 承認第11号 専決処分につき承認を求めることについて

日程第15 報告第１号 平成27年度占冠村一般会計繰越明許費繰越計算について

日程第16 議案第１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第17 議案第２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

日程第18 議案第３号 占冠村情報公開条例の一部を改正する条例を制定することについて

日程第19 議案第４号
占冠村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについて

日程第20 議案第５号
占冠村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて

日程第21 議案第６号 平成28年度占冠村一般会計補正予算（第１号）

日程第22 議案第７号 平成28年度村立診療所特別会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第８号 平成28年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

○出席議員（７名）

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 工 藤 國 忠 君
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      ２番 木 村 一 俊 君       ３番 大 谷 元 江 君

５番 山 本 敬 介 君       ６番 五十嵐 正 雄 君

７番 佐 野 一 紀 君

○欠席議員（１名）

      ４番 長谷川 耿 聰 君

○出席説明員

（長部局）

占 冠 村 長 中 村   博 副 村 長 堤   敏 満

会 計 管 理 者 小 尾 雅 彦 総 務 課 長 多 田 淳 史

企 画 商 工 課 長 松 永 英 敬 地 域 振 興 対 策 室 長 野 村 直 広

保 健 福 祉 課 長 伊 藤 俊 幸 産 業 建 設 課 長 小 林 昌 弘

林 業 振 興 室 長 今 野 良 彦 ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦

総 務 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 職 員 厚 生 担 当 主 幹 細 川 明 美

財 務 担 当 係 長 野 原 大 樹 税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦

企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 商 工 観 光 担 当 主 幹 後 藤 義 和

広 報 担 当 主 幹 森 田 梅 代 戸 籍 担 当 主 幹 竹 内 清 孝

国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗 社 会 福 祉 担 当 主 幹 高 桑   浩

保 健 予 防 担 当 主 幹 松 永 真 里 介 護 担 当 主 幹 木 村 恭 美

村 立 診 療 所 主 幹 合 田   幸 農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二

土木下水道担当主幹 石 坂 勝 美 建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子

建 築 担 当 係 長 橘   佳 則 環 境 衛 生 担 当 主 幹 平 岡   卓

林 業 振 興 室 主 幹 鈴 木 智 宏

（ 教 育 委 員 会 ）

教 育 長 藤 本   武 教 育 次 長 岡 崎 至 可

（農業委員会）

事 務 局 長 小 林 昌 弘

（選挙管理委員会）

書 記 長 多 田 淳 史

（監査委員）

監 査 委 員 鷲 尾 心 英 監 査 委 員 山 本 敬 介

事 務 局 長 尾 関 昌 敏

○出席事務局職員

事 務 局 長 尾 関 昌 敏 君 主 事 久 保 璃 華 君
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開会 午前10時00分

◎開会宣言

○議長（相川繁治君） みなさんおはようござ

います。今日からクールビズということでノー

ネクタイということで夏に入ったわけですが、

非常に寒い日が続いております。そういった中

で、一言ご挨拶を申し上げさせていただきたい

と思います。去る４月14日に発生した九州熊本

の地震は、震度７を２回も越え、２カ月を過ぎ

た現在でもまだ終息の見えない中、亡くなられ

た49名の方、不明１名と、多くの犠牲者を出し、

今も避難生活を余儀なくされている方々が大勢

居られます。亡くなられた方には心からお悔や

みを申し上げますとともに、被災にあわれた皆

様にはお見舞いを申し上げ、一日も早い復興を

遠く北海道占冠から心を込めてお祈り申し上げ

るところでございます。

ただいまの出席議員は７人です。定足数に達

しておりますので、これから平成28年第２回占

冠村議会定例会を開会します。

この際、当面の日程等について、議会運営委

員長の報告を求めます。

議会運営委員長、五十嵐正雄君。

○議会運営委員長（五十嵐正雄君） 議会運営

委員会の報告をいたします。６月８日に開催し

ました議会運営委員会のご報告を申し上げます。

今期定例会における会期は、本日16日から17

日までの２日間といたします。議事日程、日割

りについては、あらかじめお手元に配布したと

おりです。以上で、報告を終わります。

◎開議宣告

○議長（相川繁治君） これから、本日の会議

を開きます。

◎議事日程

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、あ

らかじめ、お手元に配布したとおりです。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（相川繁治君） 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第

117条の規定により、議長において、２番、木村

一俊君、３番、大谷元江君を指名いたします。

◎日程第２ 会期決定

○議長（相川繁治君） 日程第２、会期の決定

の件を議題とします。

お諮りします。本定例会の会期は、本日から

６月17日までの２日間としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって会期は、本日から６月17日までの

２日間と決定しました。

◎議長諸般報告

○議長（相川繁治君） これから諸般の報告を

行います。

事務局長。

○事務局長（尾関昌敏君） 審議資料の１ペー

ジをお願いいたします。１、今期定例会に付議

された案件は承認第１号から議案第８号までの

20件です。

２、議員提案による案件は意見書案第２号か

ら意見書案第６号までの５件です。

審議資料の２ページをお願いします。３、説

明のため出席を要求したところ、通知のあった

ものの職及び氏名は、村長以下記載のとおりで

す。

４、平成27年第１回定例会以降の議員の動向

は、３月17日広報特別委員会から以下、記載の
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とおりでございます。

審議資料の８ページから９ページは、平成27

年度２月分の例月出納検査結果です。審議資料

の10ページから11ページは、平成27年度３月分

の例月出納検査結果です。審議資料の12ページ

から13ページは、平成27年度４月分の例月出納

検査結果です。審議資料の14ページから15ペー

ジは、平成28年度４月分の例月出納検査結果で

す。以上です。

○議長（相川繁治君） これで諸般の報告を終

わります。

◎村長行政報告

○議長（相川繁治君） 村長から行政報告のた

め、発言を求められておりますので、その発言

を許します。

村長。

○村長（中村 博君） 改めまして、みなさん

おはようございます。ただいま議長のお許しが

ありましたので、平成28年３月14日以降の行政

報告を申し上げます。まず、報告事項でござい

ます。別に配布した報告事項をご参照ください。

報告事項、（１）一般廃棄物最終処分場事故報

告について。５月17日、占冠村字下トマムの一

般廃棄物最終処分場において作業に従事してい

た業務委託先職員の死亡事故が発生しました。

長年業務に従事されてきた優秀な職員の尊い

命が失われたことは、痛恨の極みであり深くお

詫びを申し上げます。

また、お亡くなりになった職員のご冥福をお

祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様に心か

らお悔やみを申し上げます。

今回の事故は、５月19日午前９時45分頃、最

終処分場利用者より職員が不在である旨の連絡

を受け、村職員が施設内を確認。早急な捜索が

必要と判断し、警察、消防に捜索を要請。消防

団員20名、消防署員11名、村職員５名、警察６

名、警察犬、道警ヘリコプターを動員し、必死

に捜索活動を行いましたが、午後４時22分、最

終処分場調整池内で発見という事態となりまし

た。

翌日、委託業者より事故に対する謝罪と状況

説明を受け、事故の原因究明に努めるとともに、

連携を密にして安全管理の徹底を指示いたしま

した。

委託業者から事故防止業務改善計画書の提出

を受け、二度とこのような痛ましい事故を起こ

さないよう安全対策の指導、施設の改修と検証

結果を踏まえ、具体的かつ早急な業務改善を実

行し、施設の維持・管理の徹底を図ってまいり

ます。

（２）新規就農者の状況について。１件目は、

議員各位に誠に残念な報告をしなければなりま

せん。

トマム地区に肉牛経営をめざし、平成26年２

月より農業体験、農業実習を行い、平成28年７

月に就農を予定していた青年が、平成28年４月

10日に就農先を新得町に求めたい意向を村に伝

えてきました。

担当からは即刻慰留の説得と理由の聞き取り

を行い、本職も本人と面談、翌日父親と面談し

本村での就農について話し合いを持ち説得しま

したが、新得町での就農の意志が固く、４月21

日、本人より実習中止届の提出があり転出され

ました。このことにより本村での就農を断念せ

ざるを得ないと判断いたしました。離村の理由

は、就農準備期間について、本人の意向と制度

に齟齬があったこと、就農後の生活不安が挙げ

られました。

このことを踏まえ占冠村新規就農支援協議会

では、新規就農を支援する要綱・要領の見直し

と支援協議会のあり方を再確認いたしました。

村においては、新規就農希望者が就農地や住

民生活など相談しやすい環境づくりと村有地の
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利活用について精査・検討し、就農先を確保す

る改善策を作りました。

２件目は、字ニニウに在住の黒井宏諭氏のめ

ん羊経営です。

昨年18頭を飼育しており、今年は９頭出産し

27頭の飼育となりました。うち２頭は肉として

販売しています。

今後は、羊毛の加工品を販売しながら、自家

保有と導入を行い計画頭数である114頭に規模を

拡大する計画です。そのため北海道めん羊協議

会に加盟し、めん羊の改良や販売先の確保に向

け取り組んでいます。

３件目は、施設園芸を希望している金子那津

男氏であります。村内農家での農業実習も２年

目を迎え、ミニトマトやメロンを中心に多品種

の栽培をめざした就農を計画しております。

今年は、農業大学校への研修や指導農業士の

農場見学などで栽培方法を学び、高付加価値の

生産物へ意欲を持って取り組んでいます。

本村では、飼料作物を中心とした酪農、畜産

経営が主要な産業として地域を支えてきました。

そのため、農業基本構想は酪農専業、畜産専業、

畜産畑作兼業が政策の柱となっています。しか

し、近年は観光牧場や直売所など顔が見える販

売を希望する方が増えていることから、本村の

新規就農の取組みにおいても多様な農業のあり

方を新規就農支援協議会に意見を求めながら、

占冠村独自の農業振興に取り組む考えです。

（３）調停について。３月定例会の行政報告

において、去る２月26日札幌地方裁判所で行わ

れた村有リゾート施設の調停について申し上げ

ました。その後、２回開かれておりますので概

要を報告します。

去る４月14日、２回目の調停では、株式会社

星野リゾート・トマムから過疎地税制の適用を

前提とした一定の方向性が示され、その内容を

検討することになりました。

去る６月３日、３回目の調停では、占冠村の

代理人弁護士から前回調停以降の経過として、

①豫園旅游商城（よえんりょゆうしょうじょ

う）と代理人契約を結んだ株式会社イデラキャ

ピタルマネジメントが来村したこと及び双方が

同社の調停出席を希望していること、②過疎地

税制の適用の有無について上川総合振興局へ伺

ったことを説明しました。

また、株式会社星野リゾート・トマムの代理

人弁護士からは、６月中旬に北海道庁へ出向く

ので、その後さらに協議をしたいとの補足説明

がありました。

先ほど申し上げました株式会社イデラキャピ

タルマネジメントの調停出席については、裁判

所の了解が得られました。次回の調停は、８月

19日金曜日、午後３時30分から行われます。

（４）各種期成会要望活動について。占冠村

が加入している各種期成会の要望活動並びに総

会の状況についてご報告いたします。

５月16日に主要道道夕張新得線建設促進期成

会（会長、浜田正利新得町長）で北海道に整備

促進に関する要望をいたしました。

本路線は、夕張市を起点に、本村のニニウ地

区、中央地区、占冠地区、トマム地区を経由し

新得町までを結ぶ延長105.６キロメートルの道

道です。

本村を横断する本路線は生活道路として、ま

たトマムリゾート、道の駅、赤岩青巌峡、ニニ

ウキャンプ場を結ぶ観光道路として、さらには

自然災害による北海道横断道路や国道２３７号

線閉鎖時のう回路として、重要な路線であり早

期整備について強く要望いたしました。

同日、北海道横断自動車道早期建設促進期成

会（会長、蛯名大也釧路市長）総会を開催し、

終了後、北海道開発局並びに北海道に整備促進

に関する要望をいたしました。

本路線は後志総合振興局管内黒松内町と十勝
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総合振興局管内本別町を分岐し根室振興局管内

根室市及びオホーツク総合振興局管内網走市を

結ぶ北海道を横断する大動脈です。

すでに本村区間は整備済ですが、道東方面の

未整備区間が開通することにより、物流の効率

化、自然災害の輸送路確保、医療施設へのアク

セス向上の効果があります。

また、本村においては、旭川十勝道路に接続

することから広域周遊観光の出入口となること

から、早期整備について強く要望いたしました。

６月２日には上川地方総合開発期成会総会

（会長、西川将人旭川市長）が開催され、総務

文教専門部会、産業専門部会、建設運輸専門部

会の各部会が要望事項を取りまとめ、それぞれ

承認されました。

旭川要望は６月30日、札幌要望は７月６日、

中央要望は７月26日と11月に会長、副会長、専

門部会長により要望活動を行います。

同日、旭川十勝道路整備促進期成会（会長

能登芳昭富良野市長）総会が開催され、本年度

の事業並びに予算が承認されました。

富良野市・占冠村間については、要望する接

続場所が決まっていないため、関係する占冠村

と南富良野町の調整が必要となります。

要望活動は旭川・札幌要望は７月５日と秋、

中央要望には夏と秋のそれぞれ２回を予定して

います。

主な業務は４ページから６ページに記載して

あります。入札の執行状況でございますが、４

月19日に行った野外体育施設草刈り及び環境整

備委託業務の他５件を執行しております。以上

でございます。

○議長（相川繁治君） これで行政報告は終わ

りました。

◎日程第３ 一般質問

○議長（相川繁治君） 日程第３、一般質問を

行います。順番に発言を許します。

３番、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） おはようございます。

ただいま議長の許可を得ましたので質問させて

いただきます。

質問１、乾電池・蛍光管等の回収場所につい

てお伺いします。乾電池等の回収場所が役場庁

舎内、占冠交流館など公共の建物の中になって

おります。これにより回収場所が少なく、住民

にとっては不便であります。高齢者にとっては、

乾電池は重く、持ち込みが容易ではありません。

それによりまして回収場所の変更などを考慮し

ていただきたいと考えます。特に中央地区は役

場庁舎内しかありません。広範囲になっており

ますので、このことも重要視していただきたい

と思いますので村長の考えを伺います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 大谷議員のご質問にお

答えいたします。現在、乾電池・蛍光管等につ

いては総合センター、占冠地域交流館、トマム

コミュニティセンター、双珠別住民センターに

回収ボックスを設置し、回収しております。

これらの製品には水銀や亜鉛、マンガンなど

有害物質が含まれておりますが、資源として数

多く使用されていることから資源ごみとして分

別・回収し、適正に処理を行い再資源化して有

効に活用していく必要があります。本村でもこ

れら有害物質が含まれた資源ごみを再資源化す

るために、他の一般ごみや資源ごみとは分別し

て処理する必要があることから、現在の回収方

法で実施しております。

地域によっては自宅から離れた場所に回収ボ

ックスがあるなど持ち込み辛い場所もあるため、

環境面、それから美観等にも十分配慮しながら

回収ボックス増設などに検討を進めてまいりた

いとそのように考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。
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○３番（大谷元江君） 回収ボックスの増設を

考慮していただけるということですが、どのぐ

らいの回収ボックスを予定するかお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 基本的には公共施設に

置こうと思っておりますから、想定されるのは

それぞれの集会所、中央地区であれば集会所か

と思います。以上です。

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） 中央地区集会所と言い

ますと、美園と宮下にしかございませんが、本

通地区、千歳地区はどういうふうにお考えなの

か、総合センター内にということだと思います

が、そこは特に広範囲になると思いますので考

慮していただきたいと思いますし、占冠交流館

は高台というかちょっと坂道になっておりまし

て、高齢者は特になんか最近は上がっていくの

も容易でないということを伺っておりますので

そのへんも考慮していただきたいと思いますが

いかがでしょうか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 先ほど申し上げました

ように、基本的にはそのスペース等もございま

すので、公共施設をまず優先的に考えていきた

いと思っております。それから身体が不自由で

なかなか中央地区、本通それから千歳地区は総

合センターまで持ってきていただくようになる

わけですけど、そういった方を除きまして、今

ある総合センターに持ってきていただきたいと

そのように考えております。それから、これは

防災でよく使われる言葉でございますけど、自

助・共助・公助がございます。まず自分のこと

は自分でやる、それから自分でできないことは

回りの人も手伝いながら一つのことをやってい

く。それでもできないことは公が行っていくと。

そういうことも今後、例えば行政コストを考

えた上で、また住民の負担を考えた上でそうい

ったことも必要でないかと考えております。そ

ういったことから、集落対策も念頭に置きなが

らそれぞれの地域でそういったことをどういう

方向がいいのか、住民の考えも聞きながら対処

してまいりたいとそのように考えております。

以上です。

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） では続きまして、質問

２に移らせていただきます。双珠別川の土砂堆

積の除去の進捗状況についてお伺いいたします。

昨年の定例会においても質問しております。

また道のほうへも要望していることは伺ってお

りますが、今年は６月に雪が降るなど気象条件

が大変不安定です。天災が人災にならないよう

早めの実施を望んでおりますし、その後の経過

報告を伺っておりませんでしたので、再度村長

にお伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ご質問にお答えいたし

ます。昨年の６月と９月の定例会で議員から２

度のご質問があり、９月定例会において同年11

月予定している富良野圏域連携協議会の市町村

長による河川整備に関する要望書に当該カ所を

掲載して、北海道へ直接要望活動を行うとの答

えをさせていただいたところであります。

また、今年３月に北海道旭川開発建設部への

社会資本整備要望の場におきましても、議員ご

指摘の土砂除去について再度要望してまいりま

した。先月５月19日に北海道で現地確認が行わ

れましたが土砂の運搬費用を含めかなりの工事

費が必要になるとの見立てで今年度調査し、次

年度の予算要求を行いたいとの話を受けており

ます。

１つ訂正いたします。３月のところでござい

ますが、旭川建設管理部へ要望したところであ

ります。今年度調査して、次年度予算要求をし

たいとの話を受けております。従いまして、ご
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指摘の箇所につきましてはもうしばらくお時間

をいただかなければならない状況となっており

ますが、引き続き要望事項の改善が図られます

よう、北海道へ粘り強く要請してまいります。

以上です。

○議長（相川繁治君） 次に６番、五十嵐正雄

君。

○６番（五十嵐正雄君） 議長の許しを得まし

たので質問いたします。公契約条例についてで

す。この件については、この間の議会の一般質

問で私のほうから数度にわたって公契約条例を

制定するよう強く要請をしてきたところであり

ます。その答弁で村長は、検討していきたいと

いう答弁でありましたけれどもこの辺について

どのようになっているのかお伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 五十嵐議員のご質問に

お答えいたします。公契約条例につきましては、

公契約に従事する労働者の賃金や労働条件を確

保することによって、労働者の意欲向上と適切

な履行及び業務の質の確保が図られ、地域経済

の活性化にも寄与するものと考えておりまして、

将来的には進めていかなければならない案件と

の認識をしております。そうしたことから他の

自治体、特に北海道内の自治体の取組み、制定

の動向について注視してまいりました。

平成27年10月現在、賃金条項を含む条例を制

定している自治体は15団体ですが、いずれも道

外都市の自治体が制定しております。北海道に

おいては、平成25年に札幌市が条例提案いたし

ましたが制定には至っておらず、条例の制定団

体はございません。このような状況の中で本村

での条例化にあたっては、引き続き道内市町村

の取組み状況について注視していくとともに、

公共工事等に従事する労働者の良好な労働条件

の確保を実現させるため、労働基準法や最低賃

金法など国における関連法令の整備が重要であ

るとの認識から、そういった動向も注視しなが

ら法的課題に対する認識、業務上の課題がある

と言われていることからさらに検討を進めてま

いりたいとそのような状況です。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） いずれにしても北海

道で一番にはなりたくないと、こういう思いだ

ろうというふうに思っています。将来的には作

っていきたいということは村長もそういった考

えだということですけれども、この条例は村長

も言いましたように事業を発注する側の発注す

る工事や事業、そこに働く労働者の賃金をはじ

めとする労働条件や命や健康・権利・労働安全

等の確立を発注先の事業体に求めていくという

ものです。この間、検討はしましたけれども将

来的にもなんとか作っていきたいという方向は

出ていますけれども、もしこの条例が制定され

ていれば先ほど村長の行政報告にもあったよう

な村民の命がなくなってしまう、奪われてしま

うという事故が現実に起きているわけでありま

す。

こういった事故が起きたことは、大変われわ

れ議会でこの間条例の制定を求めてきたことが

なかなかできなかったということから言えば、

大変慙愧に堪えない思いでおります。これらに

ついて実際こういったことが起こってきている

わけですから、このへんについて村長の考え方

を伺いたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。公

契約条例の制定、占冠が一番になりたくないと

いうことではないんです。調べてみましたら、

いろんな法的な課題とか実務上の課題、そうい

ったものもございますので、そういったものを

整理しなければならないということもございま

すので、検討を進めながら、また一方、道内の

状況等も注視しながら考えていきたいと思って
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おります。

それから占冠村一般廃棄物最終処分場で発生

した事故に関しましては行政報告でも申し上げ

ましたように、熟練した優秀な職員の尊い命が

失われたわけでございます。議員ご指摘のとお

り、公契約条例は労働者の優良な労働条件が確

保されることにより、業務の適正な履行と品質

の確保が図られるのと認識しておりますが、本

村の公契約に携わる労働者の雇用環境の安定と

業務の質の向上に繋がる方策については、条例

制定の有無に関わらず検討する必要があると考

えております。

今回の事故を受けまして、委託事業者からの

報告、これから更なる労働基準監督署など関係

機関からの検証結果及び指導内容を踏まえまし

て、より適切な労働環境が確立されるよう検討

を進めると共に、労働基準法や最低賃金法の労

働法令の順守を徹底してまいりたいとそのよう

に考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 最終処分場の問題に

ついては後日、議会の産業総務常任委員会で現

地を見て議会としての一定の意見が集約される

と思いますので、ここについては、その時の中

で意見を出していきたいと考えていますので、

そこに特化しての話はこれで終わっていきたい

と思います。

公契約条例を将来的には作っていくというこ

とですけれども今、村長が言われたようにそう

いうものがなくても、そういった労働基準法や

労働安全衛生法等を充実するような事業体の指

導をしていくということです。今、村内にはい

ろんな事業を事業体に発注しているわけですけ

れども、やはり公契約条例を作らなくてもそう

いった対策を具体的にやる必要があるんだろう

と思います。問題は庁内のそれぞれの部署の人

たちがそれぞれの請負契約等が事業発注するわ

けですけれども、労働安全や労働安全衛生法含

めて働く人たちの命や権利を守るそういった視

点がきちっとあって、それに基づいて事業体を

指導していくとこういうことでなければ、なか

なか一般的な労働基準法や労働安全衛生法を守

って事業遂行してくださいと、こういったこと

では、具体的に労働者の命や権利はこの間の事

故をみても分かるように守れないということは

明らかなわけです。

そういったことからすれば、もう少し村とし

て独自に、仮称ではありますけれども労働者保

護・労働安全衛生確保指針、こういったものを

村独自で作って、職員全体が共通の認識に立っ

て事業の算定や積算そういったものを進め、契

約に行くまでに事業体との村としてはこういっ

たことを指針に基づいて事業をしてもらうと、

こういったものを作っていくべきだろうという

ふうに考えています。特にこの指針を早急に作

ってやるべきだというふうに考えています。

また、こういったものの指針がもしできて、

事業体の事業の進行状況の中で実際にこういっ

た村の指針・ガイドラインがきちっと守られて

いるかどうかということも請負の事業体の実行

過程の中で監督する時に必要だろうと思います。

そういった仕事がどう進んでいるかだけではな

くて、どう労働者へのそういった権利がきちっ

と確立されているのか、そういったことも含め

て事業を発注する側の責任として、労働者保護

の立場に立ってきちっと監督していく、点検し

ていくこういったことが必要だろうと。確かに

労働基準監督署等の監督機関が国にあるわけで

すからそういったところでもやるでしょうけれ

ども、問題は事業発注する側としての責任とし

て、今回の事故を教訓に、村として思い切った

そういった安全対策・安全指針というものをや

って、働く人の命や健康・権利を守っていくと

いう強い方向性を出すべきだろうというふうに
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考えています。その辺について村長の考え方を

伺います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。労

働者の保護・労働安全の確保につきましては必

要と考えておりますけど、現在村にはそういっ

た指針がございません。そうしたことから北海

道が委託業務の受注者に対して労働条件の明示、

それから労働災害の防止など10項目の指導項目

を示していることから、これらを参考に本村の

登録業者に対しまして指導文書の内容を検討し、

配布してまいりたいとそのように考えておりま

す。

また、事業を適正に監督するため、北海道の

業務委託事務取扱要領そういったものを参考に

しながら村の要項の整備、また、契約約款への

追記について内容を精査し、進めてまいりたい

とそのように考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 村長を先頭にして労

働者の安全確保等含めて道の規定等を、要項を

参考にしながら村独自のを作っていくというこ

とであります。一日も早くそれらを作り上げて、

そういったことをやっていただきたいと思いま

す。

これに関連して、今職場内でいろんな災害が

起きているわけです。事業体にこういう安全指

針・ガイドラインを作ってやっていくというこ

とを村長はやるっていうことですが、問題はも

う一つ、庁内、役場内で安全対策っていうのが

全くされてないというふうに実は思っています。

道具等も使うものも含めて、やっぱり職場の中

にも安全衛生委員会があってもほとんど開かれ

ていなくて、労働者のそういった職場内におけ

る安全をどう確保していくのかっていう議論、

こういったものがほとんどされていないという

ふうに理解しております。つまり、そういった

職場の人たちが事業体を指導するって言ったっ

て安全に対する危機管理や危険予知、こういっ

たものがほとんどできていないわけですから、

当然発注する側の重みが大変低いものというふ

うに受け取らざるを得ません。

ですからもう少し職場の中でもせっかくある

安全衛生委員会の中で、それぞれの業務を実行

していく中でいろんな災害が起きておりますの

で、そういったものも再度提携しながら、職場

内での指針を確立して、職場の働く人たちの健

康や命・権利そういったものを守るような災害

のない職場作りをしていくためにも、併せてこ

ういったガイドライン・指針というものが必要

だろうというふうに考えています。それらにつ

いて通告してありませんでしたけれども関連で

答弁をお願いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 職員の公務災害でござ

いますが、今年度に入りましてから３件発生し

ておりまして、異例な発生件数であると過去の

状況からみてそう判断いたしております。先日

の庁内連絡会議におきまして、各課のそれぞれ

の仕事、今の仕事、自分の仕事プラス新しい仕

事ですとか、各課に横断するような仕事、そう

いった仕事の質も変わってきておりまして、仕

事の内容等を点検するよう指示してございます。

当然そこからいろいろ課題ですとか問題が提案

されると思いますので、そういったことを整理

して村の安全衛生委員会、または庁内連絡会議

等で対策を講じてまいりたいとそのように今進

めております。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 請負事業体の関連、

それから庁内の関連これらについても命に関わ

る問題でありますし、一日も早い取組みを進め

ていくことを強く求めて質問を終わります。

○議長（相川繁治君） 次に５番、山本敬介君。
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○５番（山本敬介君） 議長にお許しを頂きま

したので一般質問をさせていただきたいという

ふうに思います。まず冒頭ですね、現在、日本

全国で子育て支援を軸に地方創生の総合戦略が

進められております。多くの市町村は、さまざ

まな知恵を絞って子育て支援の政策を進めてい

るという中にあります。占冠村でも、こちら

「占冠村まち・ひと・しごと創生総合戦略」平

成28年３月に策定されておりますが、この中で

若い世代の結婚・出産・子育てとして子どもを

産み育てたいという希望を叶える、住み続けた

いと思える生活環境を整える、というふうに位

置付けております。この中の４つの基本目標の

３つ目にこの目標があります。大きな基本目標、

地域の目指す姿であるというふうに思います。

まさに、村としてこれは本当に最優先の課題で

あるというふうに考えます。

しかしですね、現在の村の状況を見る限り若

い世代へのこうした施策が置き去りにされて新

しい動きは皆無といえる状況にあるというふう

に思います。この春、管理職も大分、平均年齢

が若くなったというふうに思うんですが、今ま

でどうしても子育て終了後の世代が村の政策を

主に作ってきたと、それと女性管理職もいない

ということもあってこの部分非常に抜け落ちて

いるんじゃないかなというふうに私、５年間議

会でさせていただいて感じているところであり

ます。３月の執行方針質疑の中で村長・教育長

にも少し子育て支援についてお聞きしましたが、

今回は少し掘り下げて議論してまいりたいとい

うふうに思っております。

今回この質問するに際してですね、住民にこ

う意見を求めたんですが、短い期間で非常にた

くさんの方から意見をいただいております。私

も正直これはこんなに反応があるというふうに

そこまで思ってなかったんですが、やはり子育

て世代の人たちがこの問題に対して大きな危機

感を抱いているというふうに感じました。本日

は通告している項目ごとにお伺いをしていきま

すけれども、目的は現状を把握した中で子ども

たちの未来のために勇気をもって行政が住民と

共に何ができるのか、何をしていかなければな

らないのか、大きな視点で議論していきたいと

いうふうに思っておりますので細かいところで

分からないことがあった。それは結構です。継

続的にまた議論していきたいというふうに思っ

ておりますのでよろしくお願いしたいというふ

うに思います。

少し前置き長くなりましたが質問に入ってま

いりたいと思います。質問の１つ目、子ども子

育て施策の現状認識です。平成28年度５月１日

現在、村の０歳児～６歳児の人数を、中央とト

マムの地区別でお聞きします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 山本議員のご質問にお

答えいたします。５月１日現在の幼児の数でご

ざいますが、０歳児、中央地区10名・トマム地

区３名。１歳児、中央地区が10名・トマム地区

０。２歳児、中央地区が５名・トマム地区も５

名。３歳児、中央地区１名・トマム地区１名。

４歳児、中央地区３名・トマム地区１名。５歳

児、中央地区１名・トマム地区１名。６歳児が

中央地区４名・トマム地区１名。そのような状

況になっております。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） ありがとうございます。

この６歳児以降ですね、中学３年生までを見渡

してみても、この０歳児13名、中央とトマム合

わせて、１歳児が10名、２歳児が10名と、10名

を超えてこれが３年間続くというのは今の中学

校３年生までは本当に珍しいことになっている

んですね。村長はこの３年間の数字が多いとい

うことをどのように分析されているかをお伺い

ます。
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○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ０歳児・１歳児でござ

いますが、保護者が転勤者が含まれております

ので、何年か後にかは移動により村からは転出

されるそのようなことが想定されます。以上で

す。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） そういう状況ももちろ

ん想定されますが、同時にまた増えることもあ

ると思いますので、この時点では非常にこの０

歳児から２歳児は多い状況にあるというふうに

思います。

この現状を踏まえた中で、次の質問に行きた

いと思うんですが、保育施設の老朽化というこ

とであります。こういうふうにニーズが増えて

きた中で、現在の中央の特に中央の保育所の施

設ですけれども、これは昭和37年の４月１日に

開設をしております。1962年ということですの

で、なんとまあ54年も前の施設になっておりま

す。この役場庁舎が昭和46年の1971年の開設で

すから、それと比べても10年近く古いと、非常

に古い建物になっているわけです。

今回アンケートの中にもやはりそのいろいろ

な保育、先進的な保育も必要だがまずは安全で

しょうと、安全な施設でなければ子どもを安心

して預けられないというようなことがありまし

た。とても耐震の対応になっているというふう

にも思えませんし、地震も今回の熊本地震のこ

とを考えても、占冠は地震がないと言い切れる

かどうかというのは疑問が残るところです。こ

の施設について、今後更新していきたいと以前

の答弁で村長いただいておりますが、今後の計

画についてお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。現

在の占冠へき地保育所の施設は、議員おっしゃ

るとおり昭和37年の４月に占冠村母と子の家と

して開設しております。昨年６月25日に実施さ

れた議会の所管事務調査の報告にあったとおり、

大変老朽化が進んでいる事は承知しております。

今後の計画につきましては今年度、公共施設の

的確な維持・管理・更新を図っていくための公

共施設等総合管理計画の策定、それから村の財

政推計の計画見直しの年になっておりますので、

これらを踏まえながら子ども・子育て会議の中

でもご意見を賜り、保育施設のあり方等の検討

を進めてまいりたいとそのように考えてござい

ます。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 計画策定、財政計画も

ちろんその中でしっかりと計画をしてやってい

くということが必要であるという一方、やはり

これだけ老朽化している施設を耐震化もせずに

いつまで使うんだと、うちの子はそんな危険な

ところに入れたくないと言うような声も出てく

るかもしれないです。住民のみなさんに、めど

としてどのぐらいには更新していきたいという

ような考えが村長の中でおありかどうかお伺い

します。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 公共施設としては一番

古いほうだと考えてございますし、公共施設、

この総合センターもそうですけど耐震工事をし

なければならない施設もございますので、何年

とはちょっと言えませんけど、今年策定する計

画がございますのでその中で位置付けてまいり

たいそのように考えてございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 最優先の事項として位

置付けていくということでよろしいですか。も

う一度お伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） どういうものを建てる

か、どういう内容にするのかにもよると思いま
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すけど、優先順位は高いほうだと考えておりま

す。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 建物はもちろんですけ

れども、それに付随してやはり一昨年ですか、

子どもが外に出てしまったというような問題も

ありました。あとグラウンドについても遊具の

一部更新はされておりますが、まだまだ十分な

状態にはないと。併せてですね、保育所だけに

留まらず、トマムで今公園の計画がありますが、

やはり子どもたちが遊べる場所というのが占冠

村は極端に少ないと。小さいお子さんお持ちの

家族は、休みの日には少し離れた所の整備され

た公園に行って遊ぶということが非常に多いと

いうふうに聞いています。

占冠村のホームページを見ますと、占冠保育

所で検索するとへき地保育所のページが出てき

ます。占冠村へき地保育所で、施設が今の古い

施設がポンと１枚出てくるだけであると。移

住・定住を考えた人が子育てをしようと思って

調べて最初にたどり着くページが50年以上前の

建物と、ただ一言占冠村へき地保育所と名称し

か書いていない。どんな保育をどういうふうに

しているのか、どういう施設なのかまったく分

からない。

こういう状況で冒頭申し上げた、地方創生で

移住・定住を増やしていこうというのはかなり

難しいというか、そこでまず子育て世代は移住

を考えないというふうなことになっていると。

これがトマムの定住政策、トマムにいる若い人

たちが結婚して定住をしようということを考え

られなというところにまで及んでいると。その

移住・定住計画が進んでいかないのはここの政

策の遅れにあるんじゃないかなと思います。保

育所の施設だけじゃなくて、子どもたちのため

の施設整備これについて村長どのようなお考え

をお持ちかお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 占冠村には、所謂遊具

というものはそれぞれの団地に簡単な遊具を置

いた施設がある程度で、大きな遊具・アスレチ

ック等はないような状況でございます。いろん

な体験をさせるのには例えば、ニニウのキャン

プ場に行けばある程度の体験はできますけど、

まだそこまで行く交通機関もないような状況で

ございますので、親御さんたちにはそういった

面では不便をきたしているとそのように思って

はおります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） トマムについては先ほ

ど話が出ました。これから公園を作っていく中

でそのあたり住民の意見十分に取り入れてやっ

ていかれるんだというふうに思いますが、中央

については今村長おっしゃったキャンプ場、あ

とは湯の沢温泉とか村内でも気楽に訪れること

ができる場所っていうのはあると思います。ぜ

ひ少し大きくなったお子さんが家族で楽しめる

ような、アスレチックを含めたような施設を考

えていただきたいんですけれども、再度村長に

お伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） １つは用地の問題がご

ざいまして、現在の村有地の中でそういう場所

があるか、また村有地以外、農地として平らな

ところは使ってますし、そういった用地の確保

が非常に難しい状況にあるんじゃないかと思っ

ております。それはどういうものを作るかによ

ってでございますけど、そういったこととあと

どういうものを作るかによって費用そういった

ことも検討しなければならない材料だと考えて

おります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） いったん施設について

は置いておいて、次の質問に移っていきたいと
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思います。子ども子育て会議の進捗についてお

伺いしたいと思います。

占冠村の子ども子育て会議の開催状況と支援

事業の計画の中にも計画を推進していきますよ

という文言があります。さらに、昨年の３月の

定例会の中でも、私の質問に村長のほうからこ

の子ども子育て会議の委員の意見を継続的に聞

いて政策に生かしていきたいというふうにお答

えをいただいております。このあたりの進捗を

お伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。占

冠村の子ども子育て支援事業計画でございます

けど、昨年の３月に策定しております。という

ことは平成27年度が１年目ということもありま

して、平成27年度においては会議の開催はあり

ませんでしたけど、本年度においては計画の進

捗状況・成果の点検を行うとともに、それらに

対するご意見を賜って子ども子育て会議を開催

していく予定になっております。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 今回、子育て世代の方

たちに少し意見を出していただいたんですが、

ちょくちょく聞かれるのが占冠は高齢者が多い

ので高齢者向けの施策が多いのは仕方ないね、

というような声が聞かれるんです。ただですね、

これは認識がみんなそういうふうに思ってしま

っているところがあるんですけれども、ご存知

だと思いますが、占冠村の高齢化率というのは

道内に179市町村の中で158位なんですよね。

27.1％という非常に若い人が多い自治体です。

これは富良野圏でも一番若い数字になっていま

す。ちなみに、夕張市が１位で47.7％、中富良

野が32.2％で108位、南富良野が115位で31.7％、

富良野市が29.4％で138位、上富良野町が29％で

140位と、占冠村は27.1％で158位ということに

なっております。

高齢者が多くてこれから日本は高齢化社会に

入っていくというのはもちろんで、そちらの政

策が大事なのはもちろんではありますが、どう

も子育て世代の人たちが仕方ないと、なかなか

声を出し辛い状況にあるんじゃないかなという

ふうに思っています。この子ども子育て会議に

ついて私が質問したのは、当時トマムの委員さ

んが入っていなかったということで、これはお

かしいんじゃないかということで指摘をさせて

いただいて、そこは入っていただきました。た

だその後も、今言ったように若い世代の人たち

が政策に結び付けるように意見を言える場って

いうのがほとんどない状況の中で、この会議は

しっかりしてそれを政策に結び付けてください

ねということで確認をさせていただいたわけで

す。それが平成27年度は会議がなかったと、こ

れは計画の見直しではなくて現状を把握したり、

行政側がどうしてその世代の声を聞こうとしな

いのか、これは摩訶不思議な状況にありますが、

再度ここの会議をやらなかったということにつ

いてお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 子ども子育て協議会で

ございますが、第一義的には計画の進捗状況、

成果の点検を行う組織であると考えておりまし

たので27年度、１年目ということもありまして

開催しておりませんでした。ただ本年度におき

ましては、平成27年度の実績等も出ております

ので会議を開催して、各委員からそういったこ

との要望等を、ご意見を受けてまいりたいとそ

のように考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） その子ども子育て会議

と同様にですね、父兄、保護者の意見を聞いて

もらいたいという事項で次の質問になりますけ

れども、名称の検討というのがあります。へき

地保育所も昨年の３月の定例会で質問させてい
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ただきました。へき地という言葉はですね、決

していい意味で使われていないと。そして、助

成の関係があって付いていたというのもありま

すが、他の自治体では特に正式名称にそちらを

用いていないというところも多数あるというこ

とで変更をすべきではないかということを申し

上げましたところ、保護者の意見を聞いて検

討・協議するという答弁をいただいております。

この結果等についてお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 両施設の名称でござい

ますが、懇談会、年に何回か開催しておりまし

てその中で名称についてご意見いただく機会を

設けました。トマムへき地保育所につきまして

は、「トマム」という名称は必ず残していただき

たい。へき地というのも取れるのであれば取っ

ていただきたいとそういったご意見だったと思

います。

それから占冠へき地保育所でございますが、

こちらもほぼ同じようなご意見でございまして、

「へき地」はなくてもいいですねと、親御さん

からはそういったご意見いただきました。中に

は名称変更するのであれば施設の建て替え時に

行ってはどうかとそういったご意見もいただい

ております。

条例で名称を制定しておりますので、名称を

変えるとなれば来年の３月になるかと思います

が、変えるとしたら当面「占冠保育所」、「へき

地」を取って「占冠保育所」、「トマム保育所」

そういった名称に変更をしてはどうかと、現在

はそのように考えてございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） へき地保育所の件で以

前質問させていただいたんですが、名称をその

時は焦点を当ててお聞きしたんですが、これは

その実は名称というのは後から付いてくるもの

で、やはりその村の子ども子育て世代への政策

に重点が置かれてないということで、名称は放

置されてきたのかなというふうに思います。今

回意見の中にも、「へき地」というのは初めて聞

いたと、あまり都会から移住してくる人は聞い

たことがないのでかえって何かパンチがあって

おもしろいというような意見もあったり、昔は

田舎という言葉がわりと否定的に使われていま

したが、現在田舎というとすごくいいイメージ

が持たれているようなそういった側面もあるん

だと思います。

ただ、多くの父兄がへき地って言葉は使わな

くていいんじゃないかと言っている中では変更

をしていくことが望ましいというふうに思いま

すが、今村長からも出ました施設の改修・新築

の時に公募をして、良い名前をつけていくとい

う方向は非常に良いんじゃないかなというふう

に思っておりますが、トマムと中央と２つ保育

所がありますので、それに改築に併せてやって

いくという考えでいいのか、それとも今村長少

しお話された、簡単に名称をまずは「へき地」

を取るような改正をして、その後、新しい施設

にはまた公募をしていくのか、このあたりどう

いうふうにお考えか再度お聞きします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 私の記憶では両方一緒

の懇談会では名称を、保育所の名前よりは子ど

もの保育への発言が多かったような気がしてい

ます。ただ名称に関しましては「へき地」を取

って当面運営していって、占冠へき地保育所に

ついては改築の時に改めて名称を変更する、そ

ういった方法もあろうかと考えております。以

上です。

○議長（相川繁治君） ここで11時30分まで休

憩いたします。

休憩 午前11時22分

再開 午前11時31分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会議



16 / 70

を開きます。

一般質問を行います。５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 引き続き質問を続けて

いきたいと思います。５番目の占冠らしい幼児

教育とはということであります。大自然に囲ま

れた環境、人と人とのつながりが強く地域で子

育てができる環境と、占冠は子育てに大変適し

た環境にあるというふうに考えられます。今年

度から小学校と中学校はすべての学校でコミュ

ニティスクールということも始まっておりまし

て、地域住民も積極的に子どもたちと関わると、

そういった地域になっております。

昨年の３月に質問させていただいたんですけ

れども、例えば「森のようちえん」、林業振興と

協力した「木育」、そういう地域の環境を最大限

に生かした施策を検討・実施されていますかと。

当時の回答では、現場とも十分協議しながら進

めていきたいというような答えをいただいてお

りますが、その後どのような進捗があったのか。

また冒頭申し上げました、大きな視点、少し長

いスパンで占冠ではどういう子育て政策をして

いくんだ、幼児教育を作っていくんだというこ

とを村長にお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。占

冠の両保育所におきましては、保育の内容や運

営については、保育所保育指針に基づいて子ど

もや保護者の状況、地域の実情等を踏まえて進

めてきております。保育指針には子どもの健康

や安全を確保しつつ、子どもの１日の生活や発

達過程を見通し、幼児期に育ち経験することが

望まれる保育の内容が養育と教育の両面から示

されております。ここでいう教育とは、子ども

が健やかに成長し、その活動がより豊かに展開

されるための発達の援助のことを言いまして、

健康・人間関係・環境・言葉及び表現の５領域

から構成されております。これまでも保育所に

おける日々の生活や行事等において、これらの

ことを念頭におき、木の積み木やブロックなど

の導入や設定保育の中では、公園などを散策し、

落ち葉や小枝を拾い、それらの材料を用いたお

絵かきなど発達段階に応じた体験ができるよう

心がけて保育に取り組んでいるところでありま

す。

これからも発達段階、発達過程を見通した望

まれる保育が必要であり、保育の中で自然体感

占冠そういったことを体験できるような取組み

を進めていくことが大切と考えておりますけど、

子ども子育て会議等もありますので、保育に携

わっている方々のご意見も拝聴しながら占冠ら

しい教育というものを構築していきたいとその

ように思っております。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 保育所は保育の運営指

針によって運営されていると、これは当然のこ

とではありますが、住民からのヒアリング、私

も見させていただいた中では、あんまり行政の

指針が大きくなってそれに沿ってやっていると

いうよりは前例主義、前年主義で、もしくは保

育士の施行、保育士が信じる保育というか、そ

の方向で大きく動いているのではないかなとい

うふうに感じています。大枠でやはり、大きな

指針っていうのは行政側が示して、保育士はそ

れに従って指針を作っていくと。もちろん現場

での声というのは大切ではありますが、やはり

保育士の考えだけでそれが作られていると、そ

こに保護者の意見もあまり反映されない状況、

そういったことは好ましくないんだというふう

に思っています。

トマムでは今、盛んにどろんこ遊びだとか水

遊びだとかそういったものが行われているとい

うことですが、以前は行われていなかった時期

があったと。これもやはり保育士の指針だった

というふうに思われていて、中央で今そういう



17 / 70

遊びが行われない状況にあるんじゃないかとい

うふうに言われています。こういった部分も含

めて、今行政がどのくらいこの指針に関与して

指導されているのかお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 保育指針に基づいて基

本的には行っております。ただ、現在の体制で

ございますと子どもの数が少ないことから、２

クラスを１人の保育士がみている状況にござい

まして、発達段階に応じた保育にはまだまだ不

十分な点があると思っておりますし、年間の事

業計画につきましても前年踏襲、そういったも

のが色濃くあるのではないかなと思っておりま

す。そういった人の問題もございまして、保育

所のカリキュラム等きちんと再整備といいます

か、先ほど言いましたように、今年は子ども子

育て会議も開く予定しておりますので、そうい

ったことが保育の現場にも取り入れられるよう

な仕組みは作っていきたいとそのように考えて

おります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 前にもちょっとお話し

ましたが、やはり子どもにとって１年というの

は非常に大きいですから、行政がゆっくりやっ

ていると今の０歳児も学校に上がるくらいのタ

イミングになってしまうと。もちろんしっかり

とした計画を立ててカリキュラムの再整備って

ことは大歓迎ですけれども、できるだけ早い段

階で、できることはすぐにやっていただきたい

と。子ども子育て会議で全部を取りまとめてそ

れを反映させるというのではなくて、途中段階

でも、ここは改善したほうがいいだろうという

ことはすぐにやっていただきたいというふうに

思います。併せてやはり、今村長言った保育所

の人材不足ですか、これは人員配置、人材育成、

研修等も含めてここの部分を手厚くしていかな

いと、子ども子育て政策を新たに再整備してい

くことは難しいというふうに思われますが、こ

のあたりの村長の考えをお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 現状では、村内に資格

を持って働ける状態の保育士さんの数が居ない

といいますか、募集しても上がってこないとそ

のような状況でございます。研修含めてできる

だけ保育士の資質向上には勤めてまいりたいと

そのように思っております。

それから保育計画でございますが、変えられ

るものは途中からでも変えていったほうがいい

と言うご指摘がありましたけど、それも懇談会

の中でお話合いさせていただいて、変えられる

ものであれば変えてまいりたいとそのように思

っております。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） それではですね、次の

質問に移っていきたいというふうに思います。

質問の２、教育長にお伺いをしたいと思いま

す。子ども子育て支援制度における教育委員会

の役割についてです。幼児教育が生涯に渡る人

格形成の基礎を培う重要なものであることを踏

まえて、質の高い幼児期の教育・保育の提供す

る観点から学校教育を所管し専門性を有する教

育委員会が積極的に新制度に関与することが不

可欠であるというふうにありまして、首長部局

との具体的な連携・協力において「認定こども

園・幼稚園・保育所に対する適切な指導・監

督・評価の実施を」というふうにありますが、

現状をお聞きしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 教育長。

○教育長（藤本 武君） 答えさせていただき

ます。子ども子育て支援制度におきましては、

質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供す

ることを目的としており、認定こども園・幼稚

園及び保育所と小学校等との連携のための取組

みの促進が求められております。就学前の児童
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福祉施設として現在は学校教育法に基づく幼稚

園、文科省です。それと児童福祉法に基づく保

育所、ここは厚生労働省です。両方を兼ね備え

た認定こども園がありますが、本村の保育所は

児童福祉法第35条第３項の規定する児童福祉施

設を設置することが著しく困難であると認めら

れる地域の児童を保育し、もってこれらの児童

の福祉を増進するために設置された無認可の保

育所でございます。

小学校との連携のための取組みといたしまし

ては、教職員が年数回程度保育所へ出向き園児

の情報共有と保育所から学校へ円滑な引き継ぎ

を行ってきております。また、長部局との連携

につきましては、保育所・学校・福祉・医療・

教育委員会等で構成する占冠村特別支援教育連

絡協議会等においてそれぞれ相互の連絡協議を

行ってございます。以上でございます。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 占冠村の成り立ちから

無認可の保育所ということは現状で理解をして

おります。ただ、日本の国もどんどん成熟をし

てきて、昔とは幼児教育に対する考え方・状況

も変わってきている中で、国は子ども子育ての

新制度を進めているわけです。

この中でですね、やはり保育所ということに

あっても教育委員会が積極的に先ほど村長から

ありましたカリキュラム等への指導・助言等す

ることによって、連なった幼児教育から学校教

育へ教育委員会が指導・誘うことができるとい

うふうに考えておりますが、教育長は、現状は

別にして学校教育を所管する教育委員会として

保育所の児童に対して何かしらする必要がある

かどうかどういうふうにお考えかお聞きしたい

と思います。

○議長（相川繁治君） 教育長。

○教育長（藤本 武君） 新しい制度の認定こ

ども園ですか、ここにつきましてはうちの場合

とは事例は違うんですけれども、他市町村にお

かれましては認可されてるか認可されてないか

は別として、保育所そして幼稚園というのを持

ってございます。その両方のいいとこ取りと言

ったらちょっと言葉悪いんですけども、保育所

でありながら、また幼稚園でありながら一つの

施設の中で今言った文科省に関わる部分と、厚

生労働省に関わる部分があります。そして認定

こども園においては将来への小学校への繋がり

ということで市町村の福祉・保育所担当の部局

とそして教育委員会が一緒になってその幼児期

の保育所の関係の子ではないと思うんですけど、

幼稚園児に該当する子どもたちについて、教育

委員会と福祉部局が一緒になってその指針、計

画を作って、そして小学校へ繋いでいくという

方向がこの制度だと思います。

それで現状で今の状況で教育長としてどのよ

うなことを考えているのかということでござい

ますけれども、やっぱり一番の基本は保育所の

今２歳から年長さんまで、はとさん、すずめさ

んといると思うんですけども、入った２歳児に

ついてはちょっとまだそういう段階ではないで

すけれども、基本的には保育所の高学年、ちょ

っと言葉適切じゃないですけれども、そういっ

た子どもたち、そして保護者の方が安心して小

学校に一緒に繋いでいくっていう方向について

は教育委員会としてもできる範囲であればお手

伝いはしていきたいですね、というふうには教

育委員会中でも小学校ともそういった協議はさ

せていただいております。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 認定こども園について

の議論はまたこの後していこうというふうに思

っていたんですが、今教育長のほうから話が出

てきましたので、道内の認定こども園っていう

のが、実は平成27年４月１日現在で154あります。

そのうち幼保連携型、幼稚園と保育園が連携し
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た形が61、幼稚園型18、保育所型25、地方裁量

型というのが５あって154。これ平成27年度なの

でもっと今は増えているというふうに思います。

昨年４月に議会で安平町に視察に行きました。

その中で認定保育園の、認定こども園の話が出

てきまして、今年の３月の議会でも少し話した

かもしれませんが、教育委員会でその認定こど

も園は所管をしております。ですので子ども政

策、子どもに対する支援政策はすべて教育委員

会で安平町では管轄をしていると。これはそん

なに一般的でないと思います。ただ非常に効果

を上げているなというふうに感じまして、私も

再度訪問して担当の方にお話を聞いてきたんで

すけれども、現状、保育所はやはり縦割り行政

ですから、縦割りの中で教育委員会がなかなか

保育所に対して意見していくっていうのは難し

いというふうに思うんですが、教育長はその必

要性は感じてらっしゃるということで理解して

もよろしいですか。

○議長（相川繁治君） 教育長。

○教育長（藤本 武君） 必要性ということじ

ゃなくて、教育委員会は学校として学校の教育

に携わっておりますけれども、今の占冠の現状

でいきますと、保育所については福祉関係が担

当しております。同じ役場の庁舎の中に福祉と

教育委員会があるわけですから、その中で今の

制度上では教育委員会が保育所というか幼稚園

に関わっていくような国の制度上の関わりはで

きないですけれども、同じ役場という関係でい

くのであれば、お互いに、相互でできることが

あるのであればそれは協力していくことについ

てはやぶさかではないと思っているということ

です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） この質問の主旨にある

のはですね、国の方向性としてやはり教育委員

会がそこの部分はしっかりとやっていくべきだ

と。これは縦割り行政を超えて、なんらかの仕

組みをちゃんと作っていく、もしくは縦割り行

政で賄えないのであればその保育所・幼稚園の

制度自体を地域としてやっぱり変えていくべき

だろうというふうに読めるというふうに思って

いるんですけれども、こども園に関してはまた

継続してお聞きして、お互いにいろいろ調べて、

最善の形をまた探っていきたいというふうに思

っていますので、今日はそこの部分の回答は求

めずに２番目の占冠らしい幼児教育ということ

でお聞きしたいと思います。

先ほどの村長にお伺いしたのと同じような内

容ですが、教育委員会で小学校就学前の子ども

は保育所に通っているために管轄外ですけれど

も、現状制度における改善策があればお伺いし

たいと思います。

○議長（相川繁治君） 教育長。

○教育長（藤本 武君） 答えさせていただき

たいと思います。ただいまのご質問の件ですけ

れども、保育所に限らず一般的に少人数の環境

の中では、コミュニケーション能力、あるいは

豊かな表現力等は身につきにくいと言われてお

ります。そのようなことから小学校への１日体

験入学、あるいは、音楽発表会などの際に小学

校の低学年との交流を深めるなどしてコミュニ

ケーション能力の向上に繋がっていければと考

えております。

また、中央小学校では英語学習の充実を目指

しておりますけれども、その前段として現在、

英語指導助手が保育所に出向き、英語に親しむ

体験等も行っております。また、トマムでは学

校と保育所が合同で今年度、運動会等を開催す

る取組みを実施しております。

このような中、すべての学校がコミュニティ

スクールとしてスタートいたしましたので、学

校・家庭・地域が一体となって未来を担う子ど

もたちを見守り育てていければいいなというふ
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うに考えてございます。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） トマムの運動会の話は

聞いております。現状に則した非常に素晴らし

い対応だというふうに思っております。

続きまして、また村長のほうに質問を戻しま

して、認定こども園の件でお聞きしていきたい

というふうに思います。認定こども園への移行

はということであります。先ほども話が出まし

たが、学校や幼稚園が学校教育法に基づいた文

科省の管轄で、保育所が児童福祉法に基づいた

厚生労働省の管轄と。これは日本の縦割りの代

表的な例で、日本の国民からするとこの縦割り

というのは弊害にしかならないという状況です。

この状況を改善するために、国は平成18年度に

認定こども園制度を創立して、保育及び教育並

びに保護者に対する子育て制度の支援の総合的

な定義を進めてきました。

昨年、安平町を視察して、合併後安平町にな

っていますが、認定こども園の移行、そして幼

児から一貫した教育委員会所管の教育行政につ

いて伺って、この制度の重要性を再度認識しま

した。追加で安平町にお話を伺いに行ってきま

したが、村でこの制度を導入した場合のメリッ

ト・デメリット、そういったことが現状把握し

ている部分がありましたらお伺いしたいと思い

ます。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。こ

の制度を導入した場合のメリットでございます

が、一般的に言われているように、３歳から就

学前までの子どもに幼稚園教育を提供できるこ

と、それから３歳以上で保護者の就労に関わら

ず保育を受けることが可能になる、それがメリ

ットと思っております。また、デメリットのほ

うでございますが、一つは村及び保護者の財政

負担が考えられます。幼稚園の教員免許を有す

る保育士の増員や施設整備など体制の整備に伴

う財政的な負担が想定されます。以上です。

○議長（相川繁治君） ここで、午後１時まで

休憩いたします。

休憩 午前11時56分

再開 午後１時00分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

一般質問を行います。５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） それでは続けて一般質

問をさせていただきたいと思います。村長から

認定こども園に移行した場合のメリット・デメ

リットの話がありました。デメリットに関して

はやはり財政負担、そして住民としては利用負

担ということであろうということでありました

けれども、やはりこのあたりのことの精度を上

げて、この制度自体のわが村にどれだけ合った

ものなのかということを、これからも研究を続

けていってもらいたいというふうに思うんです

が、昨年視察に行かせていただいた安平町の例

で言うと、平成24年からこのこども支援は、子

ども手当の給付の業務を除いてすべて教育委員

会の子ども支援グループで所管しているという

状態にあります。

平成23年の行政の執行方針にはその子育ての

部分があって、平成24年からは教育委員会の教

育の行政執行方針の中にその子育て政策が入っ

てくると。ここを比べてみますと、平成23年の

行政執行方針の中には23行ほどで書かれている

と。占冠村の行政執行方針の中も子育て支援、

福祉の部分はそれほど多くはない。同じような

形で、全体の政策の本当の一部という形で書か

れているんですが、平成24年の教育行政執行方

針、教育委員会に移管をしてどうなったかとい

いますと、だいたい５倍くらいですね。１ペー

ジ丸まんま子育て支援の政策に執行方針が充て

られていると。これは住民の側からすると、や
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はり行政が子育て支援の政策をどれだけ詳細に

どれだけ推進しようとしているかっていうこと

で、もっとも分かりやすい見え方になるかなと

いうふうに思いました。かなり業務的には大変

なことだというふうに、担当の長尾総統括参事

という方がいってらっしゃいましたけれども、

やはり子どもに関して全部小さい時から全て見

えている状況で行政が接することができるって

いうのは非常に大きいし、非常にスムーズだと。

ワンストップっていうんですかね、そういう形

になっているのが非常にメリットだよというふ

うにも聞いております。

村長に再度お伺いしますけれども、この認定

こども園の制度も保育所型、幼保連携型等いろ

いろあるんですけれども、この研究を今後も精

度を上げてやっていただけるかどうかお伺いし

たいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 認定こども園につきま

してはまだ正直勉強不足なところがございます。

占冠保育所の状況を見ますと地方裁量型が該当

になるのかなと考えております。ただ、先ほど

言いましたように、まだ制度自体も熟知してい

ない状況でありまして、例えばその認可定員、

それから利用定員そういう区分もあるようでご

ざいますので、そういった使い分けがどういう

ことを意味しているのか、そういったことも勉

強しなければならない事項だと思っております。

現状から申し上げますと教員、幼稚園の教員

免許を有する保育士、それから当然施設も改

修・改築しなければならない状況になってくる

かと思います。加えて中央地区それからトマム

地区２箇所の保育所運営も今後考えております

ので、現状からすると認定こども園の移行は大

変厳しい状況にあるのではないかとそのように

考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 現状見た中では難しい

ことも多いかなというふうに思いますけれども、

冒頭申し上げたとおり、やはり教育の問題です

ので、一つ長いスパンで何がベストなのか、ど

こに投資をして、移住・定住も含めて村として

どういう方向性を見つけていくのかということ

をぜひ議論を続けていきたいというふうに思い

ます。

２つ目の質問になりますけども、この大きな

政策を推進していくためには、まずは施設（ハ

ード）の問題も必要不可欠ですけれども、同時

にこの村の特徴を生かした幼児教育の在り方全

体を再構築していく必要があると、これは急務

だというふうに思います。これが今後の移住・

定住政策に大きく影響をしていくというふうに

考えられるんですが、再度占冠らしい幼児教育、

この「らしい」ということも住民のみなさんに

お聞きした中では、確かに人と人との繋がりと

か自然環境とかそういったことを前面に押し出

した「らしさ」もあるけれども、他にもその

「占冠らしさ」っていうのがもっとあるかもし

れない。例えば少しのんびりしているとか。顔

が見える関係性の中でいろんなことを作ってい

く中で、少しのんびりしているようなところ、

これも占冠らしさで悪い面もそこで出てくるか

もしれないんですけど、いい面もあるのかもし

れない。

そのいろんな面の「占冠らしさ」と言います

か、そういうのをぜひ子育て、幼児教育にどう

いう形で生かしていったらいいかっていうのを

考える機会をたくさん作っていただきたいなと

いうふうに思います。村長にその大きな尺度で

そのあたりをどう考えるかっていうことを最後

にお聞きしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 山本議員のご質問にお

答えいたしますが、最初から共通して言えるこ
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とは、施設の建て替えと占冠らしい教育、そう

いうことではないかなと思っております。施設

については先ほど申し上げましたように、今年

度財政計画含めて公共施設の計画も作りますの

で、その中で年次計画等を検討してまいりたい

と思っています。

それから本村の特徴を生かしたその幼児教育

の在り方でございますけども、保護者等の要望

につきましては、子ども子育て会議等で議論い

ただきたいと思いますし、子育て政策につきま

しては地方創生総合戦略の４本の柱の一つでも

ありますので、総合戦略検討委員会等、横断的

な議論を今後行っていきたいとそのように考え

ております。以上です。

○議長（相川繁治君） 続きまして７番、佐野

一紀君。

○７番（佐野一紀君） 議長のお許しをいただ

きましたので、質問をさせていただきます。ま

ず、第１に上下水道の取水池等の安全対策であ

ります。ゴミ最終処分場と類した委託事業であ

りますけれども、占川の水道取水池の取水孔の

落葉樹の落ち葉等によって取水孔が詰まってし

まうと、そういうことがあります。それが詰ま

ると取水量が低下し、要するに水道量のポンプ

アップが、量が減ってくるということでありま

すので、エアを吸い上げるそういうこともあり

ます。そういう中でその取水孔の詰まったもの、

ゴミの除去作業を行うことについては、要する

に胴付きって言っていいか、胴長って言ってい

いか、それを着用して作業するのでありますが、

それを着ることによって動く動作が鈍くなる。

そして冬季間であれば、川の取水施設であり

ますから当然水を止めている所が結氷する。そ

ういう中でより危険度が増大するということで

あります。併せて占川の取水池については林地、

山林でありますから携帯が繋がらない。そうい

う中で連絡体制もきちんと取れない。また冬季

間であれば除雪についてもやはりきちんとした

除雪体制がなされていればいいんですが、なか

なか一人体制だという時には待っても応援も求

めるとかって言ったら当然連絡、携帯のきくと

ころまで歩いてこなきゃならんとかそういうこ

とが起きるわけです。

そして春先の着雪時については、往復して通

っている道路、作業道路っていうか林道ですか、

それに着雪して木が垂れ下がって、ノコとかチ

ェンソー持って切りながら、行く時は大丈夫で

も帰り着雪で帰って来られない、そういうよう

な状況もあります。だから一人作業ではやはり

危険度があるのでないか、やはり安全対策とし

てきちんと二人体制の中で労働者の安全確保に

努めなければならないと考えているんですが、

それで占川の取水池については、林道沿いは村

有林になるんですか、国有林になるんですかも

合わせてお伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 佐野議員のご質問にお

答えいたします。まず施設の土地状況でござい

ますけど、取水施設があるところは国有林、そ

の手前が村有林と民有林そういう形になってご

ざいます。

それからゴミ除去作業でございますが、村の

ほうからその都度業者のほうに依頼しまして、

２名から３名の複数名で作業を行っております。

安全作業を心がけておりますけど、改めて作業

を行う施設に危険カ所がないか再確認するとと

もに、電話での連絡が取れない場所でもありま

すので、業者間及び役場間の連絡調整を的確に

行ってまいります。また、作業前には担当職員

が現地に出向き、双方で作業内容の確認を徹底

することによりまして安全確保に努めてまいり

たいそのように考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 今村長の答弁いただい
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たんですけど、そのとおりだと思うんですが、

胴長についても足元がやはり苔とかなんとか出

てきて滑りやすいという中で転倒、あの中でや

はり転倒しちゃったら胴長のところから、上か

ら水が入っちゃって、なかなか動きが取れなく

なっていくとそういう状況も出てきます。そう

いう中でやっぱりヘルメットの着用をして、取

水地から上にあがって行く階段等も作っていた

だければいいかなと。現地も私も何回か行って

は居るんですが、そういうことも含めてきちん

と、やはり二度と痛ましい事故起こさないため

にも安全管理の指導等を適正な処置を講じてい

ただければと思うんですが、再度そのへんにつ

いてお伺いをいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。ご

意見としてお伺いいたします。安全対策につき

ましてはまず徹底してそこは進めてまいります。

以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 私の今の質問は上水道

の取水地に限定したことではありますけども、

やはり村で発注する公共事業等についても、ま

た他に類似する業務委託されている部分につい

てもやはり安全対策はきちんとしていただきた

いと思います。これは答えいりませんので、次

のほうへ移らせていただきます。

質問２の宮下橋の改修工事についてです。昨

年度下部工事が終わって、今年度は上部工事と

いうことで、工事の発注はいつするのか。片側

通行か全面規制されるのか。その時間帯につい

てはどうするのか。宮下橋を利用されている住

民、村民との事前の話し合いは持たれたのか。

発注にあたって留意される事項を伝える必要が

あると思うんですが、留意された事項っていう

のは後で質問させていただきますけども、この

前段の３つについてお伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。工

事の発注は７月中旬に予定しております。工事

の施工中は全面通行規制になりますが、歩行

者・車両の通過に関してはその都度、通行でき

るよう配慮してまいりたいと。それから住民と

の事前話し合いでございますが、４月27日、28

日に２軒の方々に戸別に説明を行っております。

また発注後に詳しい説明等行う予定でおります。

以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 事前に住民との話し合

いも行われていたし、全面通行規制ということ

で７月中旬の発注ですから工期はいつになるか。

雪降るまでには終わるのでないかと思うんです

が、留意される事項っていうのは、要するに工

事の受託した工事土建業者である工事関係者と

か、代理人監督等がいろいろ村の説明を聞いた

って、内部の中の作業員まできちんと中身につ

いて掌握してなければいけないと思います。要

するに、例えば３時から５時は通しますよと、

だけど５時５分過ぎに来たと。自分の時計は４

時55分だからいいんでないかということになっ

てくる。作業員が内部でいろいろな検討をして

なければ、「なんだ勝手に今頃来やがって」なん

て、こういう話になればまた住民とトラブルが

起きると、そういうことが往々にしてやっぱり

工事現場ではあるんですよね。そういうことを

考えると、やはり工事の請負者の中で作業員と

代理人監督者の意思疎通がきちんとされて、そ

して末端の作業員にまできちんとそのことが伝

わる、そういう仕組みにしてなければならない

と思います。いざトラブルになれば、やはり村

のほうにどうなんだってこういう話になってく

るわけで、そのへんは発注するときに事前にそ

ういうことを留意して、こういうことはやっぱ

り内部で検討して連携してきちんと対応してく
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ださいということも一言申し添えていいのでな

いかと思いますが、再度伺います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 当然、受注者に対しま

しては、いろんな決まりごとといいますか、村

との間に決まりごとができると思いますので、

それは現場作業員含めて現場に徹底するよう指

示してまいりたいと思います。以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 今村長が言われたよう

に、きちんとそのへんを対応をきちんとしてい

ただいて、また工事の無事安全作業の中で工期

を終わらせていただけるようお願いをして質問

を終わります。

○議長（相川繁治君） これで一般質問を終わ

ります。

◎日程第４ 承認第１号から日程第23 承認第

第11号

○議長（相川繁治君） 日程第４、承認第１号、

専決処分につき承認を求めることについての件

から日程第14、承認第11号、専決処分につき承

認を求めることについてまでの件、11件を一括

議題とします。

提案理由の説明を求めます。承認第１号から

承認第５号までについては、総務課長、多田淳

史君。

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書１

ページをお願いいたします。承認第１号、専決

処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条

第１項の規定により別紙専決処分書のとおり処

分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求めるものでございます。内容に

つきましては、２ページの専決処分書にてご説

明いたします。占冠村税条例等の一部を改正す

る条例です。

第１条、こちらで占冠村税条例の一部改正で、

第56条及び第59条において、法第348条第２項の

非課税対象となる法人の名称を、独立行政法人

労働者健康福祉機構から独立行政法人労働者健

康安全機構に改めるとともに、本機構の固定資

産に関する文言の追加をするものです。また、

附則第10条の２で、再生可能エネルギー発電施

設等を加えるとともに、固定資産税を軽減する

特例措置割合を規定するものです。

第２条は、占冠村税条例の一部を改正する条

例の一部改正として、村たばこ税に関する経過

措置において、所要の文言整理を行うものです。

３ページをお願いいたします。附則としまして、

施行期日は平成28年４月１日からとしておりま

す。経過措置として、第１条の規定による改正

後の村税条例の規定中、固定資産税に係る部分

の適用は、平成28年度以後の固定資産税につい

て適用し、平成27年度までの固定資産税につい

ては従前の例によります。また、改正後の村税

条例附則第10条の２第９項から第13項までの規

定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る設備に対して課する平成29年度以後の固定資

産税について適用することとしております。以

上、ご審議宜しくお願いいたします。

続きまして、議案書の５ページをお願いいた

します。承認第２号、専決処分につき承認を求

めることについて。

緊急執行を要したので、地方自治法第179条第

１項の規定により別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。

内容につきましては、６ページ、専決処分書

にてご説明いたします。占冠村国民健康保険税

条例の一部を改正する条例。本件は、平成28年

度税制改正に伴い、村国保税条例の一部を改正

するもので、第２条中、課税限度額の引き上げ

について、基礎賦課額にかかる課税限度額を52
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万円から54万円に。後期高齢者支援金等賦課額

にかかる課税限度額を17万円から19万円に引き

上げるものです。第23条で軽減措置については、

５割軽減対象となる世帯の所得判定基準につい

て、被保険者に乗ずる金額を26万円から26万５

千円に、２割軽減対象となる世帯の所得判定基

準については、47万円から48万円に引き上げる

ものです。附則としまして、施行期日は平成28

年４月１日からとしております。適用区分は、

改正後の本規定は、平成28年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成27年度ま

での国民健康保険税については、なお従前の例

によるものとしております。以上、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。

続きまして、議案書の７ページになります。

承認第３号、専決処分につき承認を求めること

について。

緊急執行を要しましたので地方自治法第179条

第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり

処分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求めるものでございます。８ペー

ジの専決処分書にてご説明いたします。

過疎地域自立推進のための固定資産税の課税

減免に関する条例の一部を改正する条例。本件

は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方

税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用

される場合などを定める省令の改正に伴い、過

疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正するもので、過疎地

域の固定資産税の課税免除適用期限を１年延長

し、附則第２項中で、平成28年３月31日限りを

平成29年３月31日限りに改めるものでございま

す。附則として、施行期日は平成28年４月１日

からとしております。以上、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

議案書９ページをお願いたします。承認第４

号、専決処分につき承認を求めることについて。

緊急執行を要したので地方自治法第179条第１

項の規定により、別紙専決処分書のとおり処分

したので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。内容は10

ページ、専決処分書にてご説明いたします。

平成27年度占冠村一般会計補正予算、第８号

は翌年度に繰り越して使用できる経費について

補正するものでございます。11ページをご覧く

ださい。第１表繰越明許費で内容をご説明申し

上げます。本繰越明許費は、自治体情報システ

ムネットワーク強靭化対策事業によるもので、

事業内容は、２款、１項、総務管理費において、

７目、企画費で自治体情報システムネットワー

ク強靭化対策委託料3653万４千円でございます。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

続いて13ページをお願いいたします。承認第

５号、専決処分につき承認を求めることについ

て。

本件は緊急執行を要したので、地方自治法第

179条第１項の規定により、別紙専決処分書のと

おり処分したので、同条第３項の規定により報

告し、議会の承認を求めるものでございます。

内容は、平成27年度占冠村一般会計補正予算、

第９号で、14ページ専決処分書でご説明申し上

げます。

平成27年度占冠村一般会計補正予算、第９号

は歳入歳出それぞれ9000万円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ24億7780万円とするも

のと、地方債の変更３件でございます。以下、

事項別明細書で歳入からご説明を申し上げます。

議案書の20ページをお願いいたします。歳入

につきましては、実績額等に基づきまして増減

額を整理しております。

第１款、第１項、村民税において、１目、個

人で現年課税分535万円の増額。２目、法人で現

年課税分220万円の増額でございます。１款、２

項、固定資産税では、１目、固定資産税で現年
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課税分140万円の増額、滞納繰越分で30万円の増

額でございます。１款、３項、軽自動車税で現

年課税分16万２千円の減額でございます。１款、

４項、村たばこ税、１目、村たばこ税で旧３級

品外、29万円の減額。旧３旧品、10万円の減額

でございます。

21ページをお願いいたします。２款、１項、

地方揮発油譲与税において27万５千円の減額で

ございます。２款、２項、自動車重量譲与税に

おいて270万８千円の減額でございます。

３款、１項、利子割交付金において24万２千

円の減額でございます。

４款、１項、配当割交付金において27万６千

円の増額。

５款、１項、株式等譲渡所得割交付金におい

て24万７千円の増額でございます。

22ページをお願いいたします。６款、１項、

地方消費税交付金において、1054万９千円の増

額。

７款、１項、ゴルフ場利用税交付金において

35万１千円の増額。

８款、１項、自動車取得税交付金において305

万８千円の減額。

10款、１項、地方交付税において特別交付税

額の確定に伴い、2720万１千円の増額でござい

ます。

23ページをお願いいたします。13款、１項、

使用料において１目、総務使用料でコミュニテ

ィセンター使用料４千円の減額、地域情報通信

基盤施設使用料78万５千円の増額。２目、民生

使用料で保育料37万６千円の減額。３目、衛生

使用料で火葬場使用料４万８千円の減額、墓地

使用料１万６千円の減額、最終処分場使用料37

万１千円の増額。５目、農林業使用料で放牧地

使用料１千円の減額、交流促進施設使用料１万

９千円の減額、レクリエーションの森使用料１

千円の減額。６目、商工使用料で物産館使用料

29万３千円の減額。７目、土木使用料で村営住

宅使用料444万９千円の増額、村営住宅使用料滞

納繰越分146万８千円の増額。８目、教育使用料

でコミュニティプラザ使用料46万６千円の減額

でございます。

24ページをお願いいたします。13款、２項、

手数料において１目、総務手数料で諸証明手数

料11万９千円の増額でございます。

14款、１項、国庫負担金において、２目、民

生費国庫補助金で、社会福祉費国庫負担金62万

７千円の増額。児童福祉費国庫負担金239万１千

円の増額でございます。

25ページをお願いいたします。14款、２項、

国庫補助金において１目、総務費国庫補助金で

社会保障・税番号制度システム整備費補助金の

額確定などで264万４千円の増額。２目、民生費

国庫補助金で社会福祉費国庫補助金16万４千円

の減額、子ども・子育て支援体制整備総合推進

事業費８万２千円の増額。３目、衛生費国庫補

助金で保健衛生費国庫補助金８万円の減額。６

目、教育費国庫補助金でへき地児童生徒援助費

国庫補助金、小学校費国庫補助金で１万５千円

の減額、中学校費国庫補助金で３万６千円の減

額。要保護児童生徒援助費補助金１千円の減額

でございます。

26ページをお願いいたします。14款、３項、

委託金において、１目、総務費委託金で外国人

登録事務委託金７万８千円の増額。２目、民生

費委託金で国民年金事務委託金31万６千円の増

額。３目、教育費委託金で少子化・人口減少に

対応した活力ある学校教育推進事業委託金21万

８千円の減額でございます。

15款、１項、道負担金において、１目、民生

費道負担金で社会福祉費道負担金135万７千円の

増額。児童福祉費道負担金56万５千円の増額で

ございます。

27ページをお願いいたします。15款、２項、



27 / 70

道補助金において、１目、総務費道補助金で土

地利用対策道補助金８千円の減額。２目、民生

費道補助金で市町村地域生活支援事業費道補助

金６万５千円の増額、子ども・子育て支援交付

金48万９千円の増額。３目、衛生費道補助金で

保健衛生費道補助金33万９千円の増額。４目、

農林業費補助金で経営所得安定対策直接支払推

進事業費道補助金３万５千円の減額。林業費道

補助金は43万９千円の減額でございます。

28ページをお願いいたします。15款、３項、

委託金において、１目、総務費委託金で道民税

徴収取扱費交付金28万５千円の増額、人口動態

調査事務委託金２千円の増額、統計調査費委託

金は59万５千円の減額、北海道権限移譲事務交

付金12万６千円の増額でございます。

16款、１項、財産運用収入において、１目、

財産貸付収入で土地建物貸付収入659万４千円の

増額。地域振興住宅貸付料滞納繰越分25万６千

円の増額でございます。

29ページをお願いいたします。16款、２項、

財産売払収入において、１目、不動産売払収入

で立木売払収入194万８千円の増額。３目、生産

物売払収入で木炭売払収入23万３千円の減額で

ございます。

17款、１項、寄附金において、１目、一般寄

附金で１千円の減額。３目、ふるさと寄附金で

３万円の増額。４目、民生費寄附金で福祉事業

寄附金13万円の増額でございます。

18款、１項、繰入金において、１目、財政調

整基金繰入金で9486万６千円の減額。２目、畜

産振興基金繰入金で300万円の減額。４目、農業

振興基金繰入金で1925万円の減額。５目、福祉

基金繰入金で1210万円の減額。６目、環境保全

と観光振興基金繰入金で487万８千円の減額。７

目、林業振興基金繰入金で1580万円の減額で、

一般財源が確保されたもの、又は事業費の変更

などによる減額でございます。

30ページをお願いいたします。20款、１項、

延滞金、加算金及び過料において、１目、延滞

金で５千円の減額でございます。

20款、３項、貸付金元利収入において、３目、

特殊林産物振興資金貸付金収入で９万円の増額。

７目、奨学資金貸付金収入で現年分243万７千円

の増額。滞納繰越分で100万９千円の増額でござ

います。

20款、４項、受託事業収入において１目、後

期高齢者医療広域連合受託事業収入で14万３千

円の増額でございます。

31ページをお願いいたします。20款、５項、

雑入において、１目、雑入はそれぞれ説明欄の

とおりの増減で148万３千円の増額でございます。

３目、旅客自動車運送事業収入は、富良野線旅

客運賃53万６千円の減額、富良野線手荷物運賃

１千円の減額。32ページをお願いいたします。

富良野線広告料１千円の減額、トマム線旅客運

賃17万１千円の増額、トマム線手荷物運賃１千

円の減額、トマム線広告料１千円の減額でござ

います。

21款、１項、村債において、１目、総務債で

過疎対策事業債、過疎地域自立促進特別事業分

240万円の減額。３目、農林業債で道営森林管理

道アリサラップ支線開設事業負担金480万円の減

額、林業専用道鬼峠支線開設工事事業120万円の

減額で、いずれも事業の確定に伴う減額となっ

ております。

次に歳出についてご説明申し上げます。議案

書の33ページをお願いいたします。歳出につい

ては主に執行残の減額と事業費及び補助金等の

確定による減額や財源振替などを行っておりま

す。

２款、１項、総務管理費において、１目、一

般管理費は社会保険料等100万円の減額、常勤嘱

託職員賃金30万円の減額、講師謝礼40万円の減

額、旅費123万円の減額、負担金、補助及び交付
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金50万円の減額でございます。４目、財産管理

費は財政調整基金積立金3280万円の増額と財源

振替。５目、総合センター管理費は需用費190万

円の減額。６目、コミュニティセンター管理費

は清掃業務等雇上賃金15万３千円の減額、燃料

費、50万８千円の減額。７目、企画費は共済費

79万７千円の減額、臨時雇上賃金390万３千円の

減額、報償費106万８千円の減額、燃料費44万７

千円の減額、通信運搬費52万円の減額、顧問弁

護士委託料173万８千円の減額。34ページをお願

いいたします。移住・定住対策事業住宅使用料

50万２千円の減額、富良野広域連合負担金229万

９千円の減額、環境保全と観光振興基金積立金

として３万円の増額でございます。８目、支所

費は執行残の整理として、賃金ほか45万４千円

の減額。10目、旅客自動車運送事業費は修繕料

85万円の減額。11目、諸費で30万５千円の減額。

災害用ポンプ等30万円の減額、中央地区避難路

新設工事執行残で20万円の減額、東日本大震災

避難者支援生活備品購入費44万円の減額、高校

通学者補助金20万円の減額、東日本大震災避難

者支援一時金29万円の減額。12目、地域交通運

送費は予約型乗合交通委託料の執行残として220

万円の減額でございます。

35ページをお願いいたします。２款、２項、

徴税費において、２目、賦課徴収費で常勤嘱託

職員賃金30万円の減額。地籍・固定資産データ

更新委託料20万円の減額でございます。

２款、３項、戸籍住民基本台帳費で、１目、

戸籍住民基本台帳費は住基ネットワークシステ

ム共同利用料104万９千円の減額でございます。

47ページ、２款、４項、選挙費で、３目、知

事・道議選挙は投開票管理者等報酬他執行残で

71万９千円の減額。

36ページをお願いいたします。４目、村議会

議員選挙費においても報酬ほか執行残で88万７

千円の減額でございます。

２款、５項、統計調査費で、１目、統計調査

総務費は調査員等報酬他執行残で59万５千円の

減額でございます。

37ページをお願いいたします。３款、１項、

社会福祉費において、１目、社会福祉総務費は

修繕料159万７千円の減額。負担金、補助及び交

付金51万８千円の減額。扶助費233万６千円の減

額。積立金は13万１千円の増額。繰出金で1700

万円の減額でございます。

２目、老人福祉費は委託料で111万２千円の減

額と、扶助費で老人保護措置費74万円の減額で

ございます。

38ページをお願いいたします。３款、２項、

児童福祉費において１目、児童福祉総務費は臨

時雇上賃金200万円の減額。負担金補助及び交付

金は53万５千円の減額。扶助費で児童手当138万

５千円の減額。２目、へき地保育所費は賃金430

万円の減額。燃料費20万円の減額。占冠保育所

遊具撤去及び設置工事費執行残で150万円の減額

でございます。

４款、１項、保健衛生費において、１目、保

健衛生総務費で診療所会計繰出金1220万円の減

額。２目、予防費は消耗品費100万円の減額、が

ん検診・エキノコックス症検査委託料220万円の

減額。３目、環境衛生費は火葬場管理委託料51

万８千円の減額。４目、医療費は財源振替でご

ざいます。５目、後期高齢者医療費は後期高齢

者医療会計繰出金30万円の減額でございます。

39ページをお願いいたします。４款、２項、

清掃費において、２目、じん芥処理費は財源振

替。６款、１項、農業費において、１目、農業

委員会日、２目、農業振興費、３目、畜産業費、

４目、農業構造改善事業費及び６目、交流促進

施設運営費はいずれも財源振替でございます。

40ページをおねがいいたします。６款、２項、

林業費において１目、林業振興費で、報酬９万

１千円の減額。社会保険料等９万２千円の減額。
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賃金78万６千円の減額、報償費44万４千円の減

額。旅費16万１千円の減額、保険料30万１千円

の減額。使用料及び賃借料で76万４千円の減額、

工事請負費は執行残で80万６千円の減額、原材

料費15万２千円の減額、備品購入費31万４千円

の減額。41ページをお願いいたします。負担金、

補助及び交付金は道営森林管理道アリサラップ

支線開設事業負担金など735万３千円の減額、積

立金は194万８千円の増額でございます。

７款、１項、商工費において、１目、商工振

興費で光熱水費60万円の減額、商工振興事業補

助金104万円の減額。２目、観光費は需用費321

万６千円の減額、物産館清掃委託料58万円の減

額、湯の沢温泉給湯ボイラー更新工事100万円の

減額でございます。

42ページをお願いいたします。８款、１項、

道路橋梁費において、１目、道路維持費は需用

費414万７千円の減額。委託料は執行残で218万

４千円の減額でございます。８款、３項、住宅

費において１目、住宅管理費は需用費で292万円

の減額でございます。８款、４項、都市計画費

において２目、生活排水処理は下水道会計繰出

金50万円の減額でございます。

43ページをお願いいたします。10款、１項、

教育総務費において、２目、事務局費は占冠・

アスペン中学生短期交換留学事業補助金110万円

の減額。３目、義務教育振興費は財源振替でご

ざいます。４目、育英事業費は委託料65万５千

円の減額と奨学資金償還金積立金344万６千円の

増額でございます。10款、２項、小学校費にお

いては１目、学校管理費は燃料費63万９千円の

減額。２目、教育振興費は財源振替でございま

す。10款、３項、中学校費において、２目、教

育振興費は財源振替でございます。

44ページをお願いいたします。10款、４項、

社会教育費において、２目、公民館費は財源振

替。３目、コミュニティプラザ管理費は需用費

135万円の減額でございます。10款、５項、保健

体育費において、１目、保健体育総務費は光熱

水費60万円の減額。委託料76万円の減額でござ

います。12款、１項、公債費において、１目、

元金で長期債年賦元金100万円の減額。２目、利

子で一時借入金利子160万円の減額。長期債年賦

利子150万円の減額でございます。

45ページをお願いいたします。14款、１項、

職員費において、１目、職員費は一般職の給料

で370万円の減額、職員手当等で480万円の減額。

社会保険料40万円の減額。再任用職員の減など

によります共済費組合分430万円の減額。退職組

合分280万円の減額でございます。

戻りまして、15ページから16ページになりま

す。補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、

歳入歳出予算補正のとおりでございます。17ペ

ージをお願いいたします。地方債の補正につき

ましては、表のとおり過疎地域自立促進特別事

業の過疎対策事業債ほか２件を変更しようとす

るものでございます。以上、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 承認第６号から承認第

７号及び承認第９号から承認第11号については、

保健福祉課長、伊藤俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 議案書47ペー

ジをお開き願います。承認第６号、専決処分に

つき承認を求めることについて。緊急執行を要

したので地方自治法第179条第１項の規定により

別紙専決処分書のとおり処分したので、同条第

３項の規定により報告し、議会の承認を求める

ものであります。

48ページをお願いいたします。専決処分書、

平成27年度占冠村国民健康保険事業特別会計補

正予算、第５号であります。歳入歳出予算の補

正ですけども歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ20万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を１億7260万円とするものであります。内容に
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つきましては事項別明細書に基づき説明いたし

ます。

51ページをお開き願います。歳入からになり

ます。１款、国民健康保険税、１項、国民健康

保険税、１目、一般被保険者国民健康保険税に

おきまして１節、医療給付費分現年課税分で346

万１千円の増額。２節、後期高齢者支援金分現

年課税分で98万２千円の増額。３節、介護納付

金分現年課税分で121万円の増額。４節、医療給

付費分滞納繰越分で25万円の増額。５節、後期

高齢者支援金分滞納繰越分で11万円の増額。６

節、介護納付金分滞納繰越分で１万５千円の増

額であります。２目、退職被保険者等国民健康

保険税におきまして、１節、医療給付費分現年

課税分で14万７千円の減額。２節、後期高齢者

支援金分現年課税分で４万７千円の減額。３節、

介護納付金分現年課税分で７千円の減額であり

ます。

続きまして、３款、国庫支出金、１項、国庫

負担金、１目、療養給付費等負担金におきまし

ては72万３千円の増額であります。52ページを

お願いします。３款、国庫支出金、２項、国庫

補助金、１目、財政調整交付金におきまして普

通調整交付金では222万円の増額。特別調整交付

金では27万４千円の減額であります。

４款、療養給付費等交付金、１項、療養給付

費等交付金におきましては現年度分で療養給付

費交付金59万９千円の減額。過年度分で療養給

付費交付金過年度精算分306万８千円の増額であ

ります。

６款、道支出金、２項、道補助金、１目、道

財政調整交付金におきましては385万２千円の増

額でございます。

７款、共同事業交付金、１項、共同事業交付

金、１目、高額療養費共同事業交付金におきま

して360万円の増額。２目、保険財政共同安定化

事業交付金におきまして610万円の増額でありま

す。

53ページをお願いいたします。８款、繰入金、

１項、繰入金、１目、一般会計繰入金におきま

して、１節、保険基盤安定繰入金（保険税軽減

分）につきまして130万９千円の増額。保険基盤

安定繰入金（保険者支援分）につきまして138万

７千円の増額。職員給与費等繰入金につきまし

て21万７千円の増額。４節、出産育児一時金繰

入金につきまして28万円の増額。５節、財政安

定化支援事業繰入金におきまして18万２千円の

増額。６節、その他一般会計繰入金におきまし

て1817万５千円の減額。２目、国保財政調整基

金繰入金におきましては990万円の減額でありま

す。

９款、繰越金、１項、繰越金におきましては

前年度繰越金で３万６千円の増額であります。

10款、諸収入、１項、延滞金、加算金及び過

料におきまして、一般被保険者延滞金で２万８

千円の減額であります。続きまして54ページを

お願いいたします。10款、諸収入、２項、受託

事業収入におきまして、特定健康診査等受託料

で２万５千円の減額であります。

続きまして55ページをお願いします。歳出で

す。１款、総務費、１項、総務管理費、１目、

一般管理費におきまして職員手当等で12万７千

円の減額。共済費で４万５千円の減額。委託料

で２万８千円の減額であります。

２款、保険給付費、１項、療養諸費から56ペ

ージ10款、諸支出金、１項、償還金及び還付加

算金までにつきましては財源振替であります。

49ページをお願いします。以上、説明申し上

げたとおり歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によ

ります。

続きまして57ページをお願いいたします。承

認第７号、専決処分につき承認を求めることに
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ついて。緊急執行を要したので地方自治法第179

条第１項の規定により別紙専決処分書のとおり

処分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求めるものでございます。

58ページをお願いいたします。これにつきま

しては、平成27年度村立診療所特別会計補正予

算、第２号であります。歳入歳出予算につきま

しては歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ700万円を減額し、歳入歳出予算の総額を8630

万円とするものであります。以降、事項別明細

書に基づいて説明いたします。

61ページをお願いいたします。まずは歳入か

らになります。１款、診療収入、１項、外来収

入、１項、占冠診療所診療報酬収入であります

けども、１節、国民健康保険診療報酬収入現年

分におきまして13万３千円の増額。２節、社会

保険診療報酬収入の現年度分におきまして13万

５千円の増額。３節、後期高齢者診療報酬収入

の現年度分におきまして185万３千円の増額。４

節、一部負担金収入におきまして30万円の減額。

５節、その他診療報酬収入におきまして12万２

千円の増額であります。２目、トマム診療所診

療報酬収入におきまして、１節、国民健康保険

診療報酬収入におきまして14万１千円の減額。

２節、社会保険診療報酬収入におきまして28万

３千円の減額。３節、後期高齢者診療報酬収入

におきまして41万円の増額。４節、一部負担金

収入におきまして21万７千円の減額。５節、そ

の他診療報酬収入におきまして９万２千円の増

額であります。

続きまして、１款、診療収入、２項、その他

の診療収入におきまして、１目、占冠診療所諸

検査収入におきまして52万９千円の増額。トマ

ム診療所諸検査収入におきまして38万３千円の

増額であります。

続きまして、62ページをお願いいたします。

２款、使用料及び手数料、１項、手数料、１目、

占冠診療所手数料におきまして４万円の増額。

２目、トマム診療所手数料におきまして１万６

千円の増額であります。

３款、道支出金、１項、道補助金、１目、衛

生費道補助金におきましてへき地診療所運営費

補助金として127万８千円の増額であります。

４款、繰入金、１項、繰入金、１目、一般会

計繰入金におきまして1220万円の減額でありま

す。

５款、繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金

におきまして、前年度繰越金として115万円の増

額であります。

63ページの歳出であります。１款、総務管理

費、１項、施設管理費、１目、一般管理費にお

きまして、共済費35万円の減額。賃金につきま

しては臨時雇上賃金として44万円の減額。報償

費につきましては医師派遣謝礼として40万円の

減額。旅費につきましては57万１千円の減額。

19節、負担金、補助及び交付金につきまして３

万４千円の減額。23節、償還金、利子及び割引

料、道補助金返還金で76万円の減額であります。

２目、占冠診療所管理費におきまして、需用費、

消耗品から修繕料までで34万８千円の減額。役

務費につきましては10万円の減額であります。

14節、使用料及び賃借料につきましてはタクシ

ー借上料等で42万５千円の減額。18節、備品購

入費につきましては一般備品購入費で10万円の

減額。27節、公課費におきましては自動車重量

税で３万５千円の減額であります。64ページを

お願いいたします。３目、トマム診療所管理費

でありますけれども、需用費におきまして消耗

品費から修繕料までで88万４千円の減額。13節、

委託料では産業廃棄物処理委託料及び医師送迎

委託料で45万７千円の減額。27節、公課費にお

いて自動車重量税で３万５千円の減額でありま

す。

２款、医業費、１項、医業費、１目、占冠診
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療所医療用機械器具費で11節、需用費におきま

しては消耗品で11万４千円の減額。役務費では

手数料で19万円の減額。委託料では臨床検査業

務委託料で57万７千円の減額。備品購入費では

40万９千円の減額であります。２目、トマム診

療所医療用機械器具費では役務費で７万５千円

の減額。13節、委託料では22万円の減額。14節、

使用料及び賃借料では18万５千円の減額であり

ます。６目、トマム診療所医療品衛生材料費で

は需用費で29万１千円の減額であります。

59ページをお開き願います。以上、説明申し

上げたとおり歳入歳出の予算の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は第１表歳入歳出予算補正によります。

続きまして、71ページをお願いいたします。

承認第９号、専決処分につき承認を求めること

について。緊急執行を要したので地方自治法第

179条第１項の規定により別紙専決処分書のとお

り処分したので、同条第３項の規定により報告

し、議会の承認を求めるものであります。

72ページをお願いいたします。内容につきま

しては平成27年度占冠村介護保険特別会計補正

予算、第４号であります。歳入歳出予算につき

ましては歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ800万円を減額し、歳入歳出予算の総額を１

億600万円にするものであります。事項別明細書

に基づき説明いたします。

75ページをお願いいたします。歳入からにな

ります。３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、

１目、介護給付費負担金におきまして50万５千

円の増額です。３款、国庫支出金、２項、国庫

補助金、１目、調整交付金におきまして100万円

の減額。３目、事業費補助金におきまして介護

保険事業費補助金で24万円の減額。

４款、支払基金交付金、１項、支払基金交付

金、１目、介護給付費交付金におきまして348万

１千円の減額であります。

５款、道支出金、１項、道負担金、１目、介

護給付費負担金におきまして90万円の増額であ

ります。

76ページをお願いたします。７款、繰入金、

１項、一般会計繰入金、２目、地域支援事業繰

入金におきまして220万円の減額です。７款、繰

入金、２項、基金繰入金、１目、占冠村介護保

険給付費準備基金繰入金におきまして226万３千

円の減額です。

９款、諸収入、３項、サービス収入、１目、

介護給付費収入におきまして居宅介護サービス

計画費収入で24万４千円の減額であります。

９款、諸収入、４項、雑入、４目、雑入にお

きまして、ふれあい訪問サービス利用料で２万

３千円の増額であります。

続きまして、77ページからは歳出になります。

１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般

管理費におきまして、13節、委託料で、介護シ

ステム改修委託料で執行残によりまして20万円

の減額であります。

２款、保険給付費、１項、介護サービス等諸

費、１目、居宅介護サービス等給付費におきま

しては財源振替です。２目、介護支援サービス

等給付費におきまして、110万円の減額。３目、

施設介護サービス等給付費におきまして960万円

減額です。

２款、保険給付費、３項、特定入所者介護サ

ービス等費、１目、特定入所者介護サービス等

費におきまして100万円の減額であります。

78ページをお願いします。３款、地域支援事

業費、１項、介護予防事業費、１目、介護予防

事業費におきましては財源振替です。２目、包

括的支援事業費におきまして１節、報酬では16

万８千円の減額。賃金におきまして臨時雇上賃

金で33万２千円の減額であります。

４款、道支出金、１項、１目、第１号被保険

者保険料還付金、及び５款、１項、予備費にお
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いては財源振替です。

６款、積立金、１項、積立金においては占冠

村介護保険給付費準備基金積立金で440万円の増

額となります。

73ページをお願いします。以上、説明申し上

げたとおり歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正により

ます。

続きまして、議案書79ページをお願いいたし

ます。承認第10号、専決処分につき承認を求め

ることについて。緊急執行を要したので地方自

治法第179条第１項の規定により別紙専決処分書

のとおり処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、議会の承認を求めるものであります。

80ページをお願いいたします。内容につきま

しては平成27年度占冠村後期高齢者医療特別会

計補正予算、第１号であります。歳入歳出補正

の内容にですけども、歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ20万円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ1610万円とするものでござ

います。事項別明細書にて説明いたします。

83ページをお願いいたします。歳入からにな

ります。１款、後期高齢者医療保険料、１項、

後期高齢者医療保険料、１目、特別徴収保険料

におきまして、現年度分で７万円の減額。２目、

普通徴収保険料で、現年度分で８万６千円の減

額であります。

３款、繰入金、１項、一般会計繰入金、１目、

事務費繰入金において16万円の減額。２目、保

険基盤安定繰入金において６万円の増額。３目、

その他一般会計繰入金において20万円の減額で

あります。

４款、繰越金、１項、繰越金におきましては

25万６千円の増額であります。

84ページは歳出についてであります。１款、

総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費

において、13節、委託料で10万円の減額であり

ます。

２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項、

後期高齢者医療広域連合納付金におきまして、

19節、負担金、補助及び交付金で、保険基盤安

定負担金で６万円の増額。事務費負担金で16万

円の減額となっております。

81ページをお開き願います。以上、説明申し

上げたとおり歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正によ

ります。

続きまして、議案書85ページをお願いいたし

ます。承認第11号、専決処分につき承認を求め

ることについて。緊急執行を要したので地方自

治法第179条第１項の規定により別紙専決処分書

のとおり処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、議会の承認を求めるものであります。

86ページの専決処分書をお開きください。内

容につきましては平成27年度占冠村歯科診療所

事業特別会計補正予算、第２号であります。歳

入歳出予算の補正位につきましては歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ30万円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ2320万円とする

ものであります。事項別明細により説明をいた

します。

89ページをお願いいたします。まずは歳入か

らになります。１款、診療収入、１項、診療収

入、１目、国民健康保険診療報酬収入現年度分

におきまして24万２千円の増額であります。２

目、社会保険診療報酬収入現年度分で120万３千

円の減額。３目、後期高齢者診療報酬収入現年

度分におきまして７千円の減額。４目、一部負

担金収入におきまして現年度分で36万８千円の

減額。５目、自由診療収入におきまして現年度

分で13万４千円の増額であります。

２款、使用料及び手数料、１項、手数料、１
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目、事務手数料において５千円の増額。２目、

その他手数料で１万７千円の増額であります。

90ページをお開き願います。３款、繰入金に

つきましては、基金繰入金で80万円の減額であ

ります。４款、繰越金、１項、繰越金におきま

しては前年度繰越金154万３千円の増額です。

５款、諸収入、１項、雑入におきましては13

万７千円の増額です。

91ページからは歳出となります。１款、総務

管理費、１項、施設管理費、１目、一般管理費

においては財源振替です。

２款、医業費、１項、医業費、１目、医業費

におきましては12節、役務費において手数料で

30万円の減額です。

３款、予備費、１項、予備費におきましては

財源振替です。

87ページをお開き願います。以上、説明申し

上げたとおり歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正によ

ります。以上、５件について説明申し上げまし

た。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 続いて承認第８号につ

いては、産業建設課長、小林昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 議案書65ペー

ジをお願いいたします。承認第８号、専決処分

につき承認を求めることについて。緊急執行を

要したので地方自治法第179条第１項の規定によ

り別紙専決処分書のとおり処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求め

るものでございます。

66ページをお願いいたします。平成27年度占

冠村公共下水道事業特別会計補正予算、第４号

でございます。歳入歳出予算の補正です。歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１億380万円とするものでございます。内容につ

いては事項別明細書により説明いたします。

69ページをお願いいたします。歳入です。４

款、繰入金、１項、繰入金、１目、下水道事業、

１節、一般会計繰入金50万円の減額でございま

す。

歳出です。３款、施設費、１項、施設建設費、

１目、下水道費、13節、委託料50万円の減額で

ございます。下水道計画認可変更委託業務の執

行残でございます。

67ページにお戻りください。補正後の歳入歳

出予算は第１表、歳入歳出予算補正のとおりで

ございます。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君）これで提案理由の説明を

終わります。

ここで午後２時35分まで休憩いたします。

休憩 午後２時25分

再開 午後２時35分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

これから質疑を行います。質問者はページ数

を明らかにし、質疑答弁は要点を明確に、簡潔

に発言してください。質疑はありませんか。

５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 専決の承認事項ではあ

りますけれども、少し金額の大きいところ、内

容についてお伺いしたいと思います。

まず34ページ。２款、１項の地域交通運送費

12節の予約型乗合交通委託料の220万円の減の詳

細をお伺いしたいと思います。

続きまして35ページ中ほど、２款、３項、１

目、14節の住基ネットワークシステムの共同利

用料の104万９千円の減についてです。

続きまして38ページの３款、２項、２目、へ

き地保育所費の中の工事請負費15節、保育所遊

具撤去及び設置工事の150万円の減についてお伺

いします。

続きまして41ページ、６款、２項、１目の19
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節、負担金、補助及び交付金、道営森林管理道

アリサラップ支線開設事業負担金の474万２千円

の減。その下木質バイオマスエネルギー導入促

進事業の187万４千円の減についてもお伺いしま

す。

同じページ７款、１項、１目の19節、商工振

興事業補助金の104万円の減についてもお伺いし

ます。その下、観光費の修繕料101万８千円の減。

さらにその下、湯の沢温泉の給湯ボイラーの更

新工事の100万円の減についてもお伺いします。

43ページ、10款、１項、２目、事務局費の19

節、占冠アスペン中学生短期交換留学事業補助

金の110万の減。以上９点についてお伺いします。

○議長（相川繁治君） 企画商工課長、松永英

敬君。

○企画商工課長（松永英敬君） 議案書41ペー

ジ、７款、１項、１目、商工振興費の19節、負

担金、補助及び交付金の商工振興事業補助金104

万円の減でございますけど、こちらにつきまし

ては村が商工会に補助金を出している事業であ

りまして、事業名が食と観光推進事業補助金、

こちらの特産品を生かした観光推進、あるいは

プロモーション樹海ロード協議会等の事業に対

して補助金を行っているものでございまして、

事業終了に伴いまして執行残が発生したという

ことで事業補助といたしておりますので、使用

しなかった分については村へ戻していただくと

いう減額措置に伴うものでございます。

続いて２目、観光費の11節、需用費、修繕料

でございますけれども、こちらにつきましては

物産館と湯の沢温泉で予算化しております、維

持修繕等の費用でございまして、この分が年度

末使用しないで残額となったということで執行

残に伴うものでございます。

最後は15節の工事請負費ですけれども、こち

らにつきましては説明にございますとおり、給

湯ボイラー更新時の工事入札執行残ということ

で、湯の沢温泉につきましては給湯ボイラーと

暖房用ボイラー２台稼働しているんですけども、

昨年給湯ボイラーが故障いたしまして入れ替え

工事を行いましたので、そちらに伴う工事の執

行残ということでご理解をいただきたいと思い

ます。以上でございます。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林昌

弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 山本議員のご

質問にお答えいたします。34ページの地域交通

運送費、13節、委託料の予約型乗合交通委託料

の220万円の減額についてですけれども、この委

託料の中身につきましては、基本委託料分とタ

クシーの運行分がありまして、27年度の実績に

おきましてはタクシーの運行分の回数が前年度

に比べますと大幅に減っているということでこ

のような減額ということになってございます。

続きまして、41ページ、19節、負担金、補助

及び交付金、道営森林管理道アリサラップ支線

開設事業負担金の減額の内容ですけれども、こ

ちらにつきましては当初予算においては、総事

業費6000万円、負担金として総事業費の４分の

１、1500万円を計上しておりました。事業着手

後、切土法面において一部崩落があり、設計変

更で法面の緑化を取り止めし、ひと冬経過を観

察することとなりました。その分が減額となっ

たことから負担金を減額しております。同じく、

負担金、補助及び交付金の木質バイオマスエネ

ルギー導入促進事業でございますけれども、こ

ちらにつきましては薪の購入と薪ストーブの購

入の導入実績による減額でございまして、27年

度薪の購入の補助金といたしましては、件数で

５件、金額で１万６千円となってございます。

薪ストーブの購入補助金につきましては件数と

しましては２件、金額で97万9860円となってご

ざいます。以上でございます。

○議長（相川繁治君） 教育次長、岡崎至可君。
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○教育次長（岡崎至可君） 山本議員の質問に

お答えいたします。48ページです。10款、１項、

２目、事務局費、19節、負担金、補助及び交付

金、110万円の減額の内容でございます。占冠ア

スペン中学生短期交換留学事業補助金の減額と

いうことで、この事業につきましては受入れ事

業、派遣事業ということで２つの事業で成り立

っております。今回の110万円の減額に関しまし

ては派遣事業の減額ということで、内容といた

しまして、生徒、当初10名予定していたのが９

名に減ったこと、引率者４名が３名になったこ

とが要因でございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤俊

幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 山本議員のご

質問にお答えいたします。議案書、35ページの

住基ネットワークシステム共同利用料につきま

しては、当初198万５千円程度の見積もりをいた

だいておりまして、それに基づいて予算計上し

てきたところでありますけれども、契約の段階

において大幅に減額となったことから104万９千

円の減額となったことであります。

続きまして、38ページの保育所遊具撤去及び

設置工事についてでありますけども、これにつ

きましては当初撤去及び、危険遊具の撤去及び

新設を考えておりましたけども、危険遊具であ

るはしご型ブランコ、棒状ブランコ、シーソー

１台の撤去のみの工事としたことから150万円の

減額となったということであります。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 何点か確認させていた

だきたいと思います。34ページの予約型乗合交

通の委託料の件ですけども、タクシー運行が大

幅に減になった理由かなんか把握されていれば

お伺いしたと思います。

それと、最後に答弁いただいた住基ネットで

すね。35ページの住基ネットワークシステム共

同利用料ですけども、198万５千円の見積もりで

104万９千円減額になったということですけれど

も、これはちょっとあまりにも減額が大きいと

いうことで、どういう理由でこんなに減額にな

ったのか。安くなることはありがたいことです

けれども、見積もり時点でどうしてそういった

額になってしまったのかっていうところをお伺

いしたいと思います。

もう１点、38ページの今の遊具の撤去と設置

ですけれども、予定していたその撤去と設置を

減らしたというか予算を残してやらなかったと

いうこの理由についてお伺いしたいと思います。

以上です。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林昌

弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 山本議員のご

質問にお答えいたします。理由ですけれども、

予算要求の際の積算に関しましては、過去の実

績により積算をしているわけでありますけれど

も、利用者実績により変動してしまうため大き

く変わる要素がございます。回数で申し上げま

すけれども、タクシー運行分と言いますのが旭

川市ですとか、帯広市、あと清水町とか新得町

へ過去にご利用なさっている方いらっしゃるん

ですけれども、そちらの旭川市への利用の回数

が大幅に減っていると。26年度につきましては、

回数でいきますと102回の利用実績があったわけ

ですけれども、平成27年度におかれましては回

数が34回と旭川市への利用こちらの分が大幅に

減っているということでこのような減額という

形になってございます。以上です。

○議長（相川繁治君） このままの状態で暫時

休憩いたします。

休憩 午後２時51分

再開 午後２時52分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。
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保健福祉課長、伊藤俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 35ページの住

基ネットワーク共同利用料の関係でありますけ

れども、当初の見積もりの時にはこの大きな金

額で出てきたんですけれども、契約する段階に

おいて業者のほうで事業内容の精査とかを行っ

た結果、大幅に減額になったということであり

ます。

保育所の遊具の撤去及び設置工事についてで

ありますけども、危険遊具ということで遊具を

撤去したんですけども、先ほどの一般質問等の

中でもありましたとおり、施設・建物自体が古

いということで、併せて建て替えの段階で場所

含めて、今遊具を整備して後からまた再度施設

整備する費用のことを考えて、今現在は大変利

用者の方・子どもたちには大変申し訳ないんで

すけども、後年に延ばしたということで、危険

遊具の撤去のみ27年度では行ったということで

あります。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 最後の38ページの遊具

の件ですけども、先ほどの一般質問とも絡むん

ですが、まだ施設が新設・更新されると決まっ

たわけではない中でやはり子どもにとっての１

年っていうのは大きいっていう話はしましたが、

ちょっとこれについては今年度、やはりしっか

り作るべきじゃないかなというふうに思うんで

すが、そのへん経緯も含めてちょっとできれば

村長の考えをお聞かせ願いたいんですけどいか

がですか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 危険遊具については撤

去したと、残っている遊具がちょっと今どうい

うものか把握しておりませんけど、使用できる

ものだと思っていますし、それで足りないのか

どうかちょっと現場のほうとも確認しながら検

討させてください。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質問はありません

か。

２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 何点か質問させてくだ

さい。まず６ページの国保税のところのなんで

すが、前段の第２条関係の課税限度額関係の引

き上げの件についてですが、基礎付加と支援金

分ということで医療分っていうことでしょうが、

合わせて今回73万なるんですが、限度超過世帯

というのが何世帯になるのか。ちなみに平成26

年度は４世帯ということだったんですが、今回

この引き上げにより何世帯が限度超過世帯にな

ると推定されているのか。そして、この69万と

か73万っていうのは分かり辛いんで、例えば医

療分69万円だと、給与所得が1010万円で給与所

得にすると790万円ということになるらしいので、

今回この73万円になったこと給与所得の相当額

がいくらになるのかお聞きいたしたいと思いま

す。

それからこの上限額の引き上げについて、応

能分について行われるわけですが、一応中間所

得層の非所得者の負担に配慮したものという話

ですが、本当に村の状況では本当に中間層が楽

になっているのかどうかそのへんの見解をお尋

ねいたしたいと思います。

それから23条関係のところですが、これ結局

均等割、世帯割の応益分というんですが、５割

軽減・２割軽減の対象を増やそうという策で、

所得判定基準を変更していくんですが、例えば

平成26年では均等割について５割相当は29人で、

２割軽減は45人になったと。これが今回だいた

いいくらの人数になるのか、それと平等割につ

いては平成26年の５割では14世帯、２割軽減で

は28世帯だったということですが、今回どれほ

どの数になるのかお聞きいたしたいと思います。

それから20ページ、補正の関係ですが、１款、

１項、村民税、１目の個人の所の所得割が500万
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ほど増加しているわけですが、所得割がこれだ

け上がったということは課税標準っていうか所

得が上がったという見解でいいのか、村の所得、

村民の方の所得が上がってきているのか、それ

とも別な要因があるのかどうかそこをお尋ねい

たしたいと思います。それからその下の２目の

法人関係の所で200万ほど増額しているわけです

が、均等割ということで単価がいくらの何の法

人が何件増えたのか、その内訳を教えていただ

きたいと思います。

それから27ページ、第15款、２項の３目、衛

生費道補助金の１節の中にあります内訳、説明

の欄にあります自殺関係の道補助金が５万円、

当初予算から全て減額されているわけですけど

も、これ毎年事業としてやっていたわけですけ

ども、この減額の理由というかそのへんをお尋

ねいたします。

それから29ページに、16款、２項、３目、生

産物売払収入ということで、木炭売払収入が生

産されて出ているわけですけども、70万予算付

けたわけですけども、結局46万７千円しか売れ

なかった。収入されなかったということですね。

25年も予算60万付けたけど48万８千円だと、26

年も60万予算付けたけども31万８千円しか売れ

なかったと。結局、予算額ほどなかなか売れな

い状況なわけですね。してこの事業というのは、

昔高齢者の方の冬場の雇用対策ということを考

えてやっていた事業だと思うんですが、高齢者

の方もだんだん退いていますので、はたして直

営でやっていく価値があるのかどうかそのへん

のこともお聞きいたしたいと思いますけども。

予算になかなか頑張って売り上げを上げたいと

いうことですけども、やはりこの上がらなかっ

た理由と、直営を考えて民間に任せるか何か考

えたほうがいいのでないのかなということでお

尋ねいたします。

それから31ページ、20款、５項、１目の雑入、

この説明の中にあります中段ぐらい、地域振興

住宅（楓Ａ）共益費の67万５千円の増というこ

とで計上されているんですけども、平成26年の

決算の時に収入未済額ということで48万5100円、

そして平成25年も50万ほどの収入未済額があっ

て滞納繰り越しになっているわけですけども、

このへんがどうなっているかお尋ねいたします。

それから33ページの、２款、１項、１目の一

般管理費のところで、８節の報償費、19節の負

担金、補助及び交付金のところで、報償費のと

ころで講師謝礼が40万円予算していたんだけど

も、全額使われなかったと。負担金のところ、

19節に研修参加負担金ということで３万円、こ

れも３万４千円計上したんですけども、３万円

減でほとんど使われなかったと。やっぱり職員

を研修させようということで、せっかくこうい

う予算付けたのが使われない状況にあるという

ことについてお考えを伺いたいと思います。

それから同じページですけども、７目の企画

費の関係の共済費、４節の共済費の地域おこし

協力隊の75万９千円の減っていうことで、予算

の半分ほど使われていないし、７節の同じく賃

金、臨時雇上賃金が、390万、400万ほどの減と

いうことで、半分よりちょっと切れますけども

たくさん使われていなかったわけですけども、

この状況と理由についてお尋ねいたします。

それから、37ページ、３款、１項、１目の19

節、負担金、補助金の交付金のところで、じん

臓機能障害者関係の通院・交通費の補助金、こ

れが全額予算から使われなくなったこの理由を

教えていただきたいと思います。

それから40ページの、６款、２項、１目の８

節、報償費ハンティングガイド報奨金、これが

予算の36万ですか、全額使われていない。その

理由をお知らせお願いいたします。それから14

節、イタヤカエデ関係これが150万予算していた

んですが、半分ほど使われていないということ



39 / 70

で減になっているんですが、この内容をお尋ね

いたします。それから15節の林道・作業道の柵

の関係。これも全部使われていないんで、当初

予算が。この理由をお聞きいたしたいと思いま

す。

それから、51ページの国保の５号補正の関係

ですが、結局国保税だとか、財政調整基金がた

くさん入ったと、共同事業交付金も貰ったと。

それで結局、法定外の一般会計の繰入金と基金

を減らすということですが、これはやっぱり税

が600万ほど増えると、占冠の国保の場合ですと、

例えば350人くらいしかいないので、２万円ほど

年間増えるわけです。世帯数200世帯だから世帯

でいうと年間、ざっとみて３万円ほど年間増え

るわけですけど、はたして一般会計からの繰入

金減らすのはいいんだけど、こんなにたくさん

上げてっていいのかどうか、そのへんの見解を

お尋ねします。

それから52ページ、４款、１項、１目の２節

にあります、過年度の療養給付費交付金過年度

精算金これが300万ほどありまして、ずいぶん多

額なわけですけども、この過年度精算金が発生

した理由というか内容を教えていただきたいと

思います。

それから52ページの、同じく、７款の関係、

共同事業交付金というのがあります。そして、

56ページにも、共同事業拠出金っていうのがあ

るわけですよ。当初の予算27年の当初の予算で

は、共同事業拠出金のほうがこの52ページにあ

る交付金よりたくさんあったわけです。要する

に、貰う分が少なくて払う分が多かったという

ことですけども、今回補正の結果、交付金のほ

うが多くなって拠出金が少なくなりました。こ

れはどういう内容でこうなったのかということ

をお尋ねいたします。

そして最後に、76ページの介護関係のところ

の補正の関係で、９款、３項、１目の居宅介護

サービス計画費収入が減った理由。予算は38万

ぐらいだったんですけども、14万くらいしか収

入が入らなかった。この理由についてお尋ねい

たします。以上です。

○議長（相川繁治君） 企画商工課長、松永英

敬君。

○企画商工課長（松永英敬君） 議案書33ペー

ジの２款、１項、７目、企画費の４節、共済費、

地域おこし協力隊75万９千円の減、７節、賃金

390万３千円減の関係でございますけども、こち

らにつきましては、地域おこし協力隊３名分の

共済費と賃金のほうを予算で見ておりました。

地域おこし協力隊の採用月に伴いまして、６月

採用１名、10月採用１名、11月採用１名という

ことで、採用が本当はなるべく早いうちに採用

できれば予算があまり残らずに執行されるとこ

でございますけども、処々の事情からそういっ

たことで採用月が遅くなってございまして、そ

れに伴う予算の執行残ということでご理解をい

ただきたいと思います。以上でございます。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） お答えいたします。

まず予算のほうから、補正予算のほうからお答

えさせていただきます。ご質問にありました、

村税の関係でございます。まず村民税の個人の

減年課税分の所得割の関係で530万円の増という

ことで内訳ですけども、これに関しましては当

初600人ということで算定をさせていただいたと

ころですけれども、課税総額の納税義務者のほ

うが増えまして、40人ほど増えておりまして640

人ということになったことから、530万円の増額

ということになっております。

それから法人税に関しまして、こちらのほう

は、こちらも件数のほうが当初見込みを、均等

割の当初見込みを上回りまして、事業所等の件

数でいいますと10件程度上回りまして220万円ほ

どの増額になったということでございます。
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続きまして、33ページ２款、１項、総務管理

費の１目、一般管理費、こちらの講師謝礼でご

ざいますけれども、こちらの40万円に関しまし

ては昨年度から導入を検討しております人事評

価制度に関しまして、これの職員の研修等に関

して講師の謝礼を予算計上しておりましたが、

これについて別途講師との契約を結びまして、

研修をしておりますのでこちらの予算を減額さ

せていただいたということになります。

それから研修参加の負担金でございますけれ

ども、こちらのほうは職員研修の参加費という

ことで計上させていただきましたが、職員のほ

うには各種研修についてお知らせ・周知してい

るところですけれども、業務等多忙ということ

もありまして、なかなか自主研修のほうにいけ

ない状況が続いているということで実績として

減額ということになっております。

条例の関係は申し訳ありません。もう少しお

待ちください。

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、今野良

彦君。

○林業振興室長（今野良彦君） 木村議員のご

質問にお答えいたします。まず１点目、木炭の

生産の関係ですけれども、現在販路の拡大に向

けた取組みとして住宅用の消臭剤ですとかそう

いうのに取組んでおります。それから北海道の

葬祭業協同組合に対して消臭剤として新たに参

入できないかということでプロジェクトに組み

入れてもらいたいというような取組みも行って

おります。また毎年ありますけども、炭の需要

については焼き肉等でありまして、その他、占

冠で炭を作っているということで需要も徐々に

出てきているところであります。また民間への

委託でございますけれども、もう少し軌道に乗

ってからということでお時間をいただきたいと

考えております。

それからハンティングガイドの40ページでご

ざいます。ハンティングガイドの奨励金の関係

ですけれども、27年度については職員で対応で

きるものについては職員で対応すると、職員が

対応困難なものについては外部に委託するとい

うことで考えておりましたが、平成27年度につ

いては全て職員が対応できたので減額となって

おります。

それから、イタヤカエデ、同じく40ページの

イタヤカエデの使用料の及び賃借料の減額です

けども、これについてはメイプルシロップの製

造にかかりますボイラーを、賃借料で当初行う

予定でしたが、受託者の木質バイオマス生産協

同組合の工夫によりまして、格安の機械が製造

できましたのでその分で減額となっております。

それから、同じく40ページの林道・作業道禁

止柵の減額でございますが、これにつきまして

は土砂崩れの影響がある箇所がございまして、

その部分について設置を見合せたための減額と

なってございます。以上でございます。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林昌

弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 木村議員のご

質問にお答えいたします。31ページの雑入のと

ころにあります、地域振興住宅の件ですけれど

も、滞納の状況についてということだったと思

いますけども、27年度の未済額ですけども48万

5100円ということでございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 答弁整理のため暫時こ

のままの状態で休憩いたします。

休憩 午後３時29分

再開 午後３時40分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。

総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） お時間を取らせて

申し訳ございません。承認２号の国民健康保険

税条例の件でございます。まず２条関係でござ
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います。限度超過世帯ですけれどもこちらの方

は７世帯ということでございます。それから一

般医療、それから後期分の最高額の73万円で１

世帯あたりの所得額はいくらかというところで

すけれども、こちらは950万円ということになっ

ております。それから、23条にかかる分ですけ

れども、均等割に関しましては、５割軽減の人

数が63名、２割軽減に関しては37名、均等割に

関しましては世帯割でございますので５割が34

世帯、２割が17世帯というふうになってござい

ます。それから、この分に関して中間層世帯が

楽になるかというようなことかと思うんですけ

れども、そちらに関しては軽減世帯数が、今回

金額を上げることによって枠が広がりますので、

中間世帯にもかかってくるということから、若

干ではありますけども負担は軽くなるのかなと

いうふうに思っております。以上です。

○議長（相川繁治君） 次に保健福祉課長、伊

藤俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 木村議員の質

問にお答えいたします。まず27ページの15款、

２項、３目、北海道地域自殺対策緊急強化推進

事業道補助金について５万円の減の理由であり

ますけども、27年度においても心の健康講座と

いうことで実施をしてきているところでありま

す。ただし講師について、日本精神科看護協会

より講師を派遣していただいておりまして、そ

れにかかる講師料は無料ということでありまし

た。ということから、補助金には影響してこな

かったということであります。

続きまして、37ページ、３款、１項、１目、

19節のじん臓機能障がい者通院交通費補助金の

関係で全額使わなかった理由ということであり

ますけども、これにつきましては２目の老人福

祉費の移送サービス委託料にて執行しているこ

とから19節では支出をしなかったということで

あります。

続きまして、52ページの４款、１項、１目、

２節の療養給付費交付金過年度精算分につきま

しては、これにつきましては退職者医療の給付

費にかかる交付金でございまして、26年度の退

職者医療給付金の清算により、306万８千円の増

額となったということであります。実績額で申

しあげますと、実際に負担した額が480万9722円

で、26年度で交付を受けていたのが208万２千円

でありましてその不足分について、27年度で入

ってきたということであります。

７款、高額医療費共同事業交付金と保険財政

共同安定化事業交付金についてでありますけど

も、まず、保険財政共同安定化事業につきまし

ては都道府県における市町村の保険料の平準化

や財政の安定化を図るために市町村の国保の拠

出によりまして事業が行われております。で、

26年度では拠出金よりも交付金の方が多く、400

万程度多かったと。27年度では交付金の方が189

万程度多かったということでありまして、この

中から言えることは、医療費が26、27年度と増

加してきているということが言えるのではない

かと思います。高額医療費共同事業につきまし

ても市町村の国保の拠出金を財源として、これ

は高額医療費について負担を調整する事業であ

りまして、26年度では拠出金の方が多く、27年

度では交付金の方が多かったという状況であり

ます。

76ページ、９款、３項、１目、居宅介護サー

ビス計画収入で24万４千円の減額についての理

由でありますけども、これにつきましては居宅

介護から施設利用への移行が多かったために居

宅介護にかかる収入が減ったということであり

ます。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 51ページの、国保税が

600万ほど増えて補正になった、結局これが法定

外の一般繰入が減ることに使われるわけですけ
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れども、これだけ負担が増えると占冠の国保に

ついては、ざっと見て人数割では２万、１人あ

たり２万、世帯では３万、１年間で増えるわけ

ですけども、こういうことでうちの国保は大丈

夫なのかというその答えがちょっとなかったの

で、そこをお願いいたしたいと思います。

それから、６ページの国保税の総務課長の答

えの中間層が均等割と平等割で、少し世帯が増

えるから少し楽なのかなっていう話ですけども、

結局これ明日出てくると思うんですけども、国

保のまた税率が高くなると結局少し楽でもまた

負担が増えるんで、ちょっと大変かなと思うん

ですけども、そのへんの見解をお聞きいたした

いと思います。

それから、20ページの１款、村税、１項、村

民税の１目の個人についての総務課長の答えで

すが、人数増えたからその分所得割とあれが増

えたという話だったんですけども、600人から

640人になったと。これ人数が増えることによっ

て、そしたら均等割が増えなかったのか。その

へんちょっとお尋ねします。

それから、その下の法人の均等割について、

法人の件数が増えた、10件増えたんだと。何の

法人が何件ずつ増えたのか、そこを聞いたんで

すけどもそのへんの答えがなかったので、よろ

しくお願いします。

それから29ページの16款、２項、３目、木炭

の売払関係の所ですが、結局これ大体毎年聞い

ているんですけども、毎年あんまり売れてない

んですよね。３年分で見てもそういうふうな状

況なので、室長の話ではあと何年か待ってほし

いという話だったんですけども、あと何年待て

ばいいのかという話。それともしあの40万ぐら

いしかないんだったら、予算の方を去年から60

万のところを70万に上げたと。そしたら何であ

げるんですかというような話ですよね。だから

そのへんの答えをお願いします。

それから31ページの20款、５項、地域振興住

宅（楓Ａ）共益費の関係の所ですけども、まあ

滞繰分が48万5100円だということは分かってい

るんです。平成26年の決算の収入未済額なので。

それはさっき言ったんですけども、そのへんに

ついては入ってこないのかなということをお聞

きしたかったんですよね。額は分かっています。

以上です。

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、今野良

彦君。

○林業振興室長（今野良彦君） 木村議員の質

問にお答えいたします。議員ご指摘のとおり、

毎年予算を下回る収入ということでございます。

ということでございますが、先ほどもご答弁さ

せていただきましたが、新たな販路の拡大です

とか、占冠の炭のファンづくりだとかそういう

こう努力をいたしまして、何とか収入を伸ばし

ていきたいと考えております。また、その中か

ら民営化ということも見えてくると思いますの

で、もう少し時間をいただければと思っており

ます。そしてあの予算を下げた方がいいんでな

いかというご指摘もございますので、そのへん

につきましては再度検討させていただきたいと

思っております。以上です。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林昌

弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 木村議員の質

問にお答えいたします。共益費の滞納につきま

しては、３名の方の滞納者がおります。そのう

ち２名の方から毎月お金をいただいているわけ

でありますけれども、まず楓の方の住宅料の方

に充てておりまして、その分が終わりましたら

共益費の滞納に充てるということで今進めてお

りますのでそういったことでご理解いただけれ

ばなと思っております。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） お答えいたします。
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まず、補正予算の関係になります。村民税の個

人の均等割の関係ですけれども、こちらの方、

12月の議会の方で補正させていただいておりま

すので今回は純粋に40人、640人に増えたという

ことで補正させていただいております。

それから、法人の関係の件数ですけれども、

１号が４件、それから３号が４件、５号で２件

ということになっております。

それから、条例改正の関係になりますが、中

間層世帯の軽減の関係ですけれども、今回あの

専決だけでみますと楽になるというようなこと

になるかと思うんですけども、これから国保の

状況を見ますと平成30年の制度の移行ですとか

そちらの動向を見ますと、やはり税率の改正は

当然必要となってくると思いますので、今回の

専決だけで見ますと楽にはなると思いますが、

これから税率改正をすることによって若干の負

担はお願いすることになるかというふうに思っ

ております。以上です。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤俊

幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 木村議員の質

問にお答えいたします。今回、一般被保険者国

民健康保険税で602万８千円の増額補正としてお

りますが、３月で実は減額補正をしておりまし

て、当初予算から比べますと232万５千円の増で

あります。世帯あたりにすると７千円の増とい

うことで考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありません

か。

１番、工藤國忠君。

○１番（工藤國忠君） １点だけお聞きしたい

と思います。28ページの16款、財産収入であり

ます。この中の１節の村有地等貸付料で297万円

増となっております。これの場所と貸し付けた

のは誰なのか、どこになるのかそのへんを教え

てください。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） お答えいたします。

こちらに関しては地番でいきますと、字トマム

1910番地ということになっておりまして、星野

リゾート・トマムと賃貸しておりますスキー場

の部分になります。こちらの賃貸料が226万１千

円と、それから45万２千円ということになりま

して、297万。主にそういうことになっておりま

す。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありません

か。

１番、工藤國忠君。

○１番（工藤國忠君） ちょっと中トマムの場

所ってどこらへんだったか聞こえなかったので。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） はい、申し訳ござ

いません。ええとトマム1910番地ということに

なりまして、リゾートのスキー場のところにな

ります。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

討論を省略します。

これから、承認第１号、専決処分につき承認

を求めることについての件を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第１号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第２号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第２号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第３号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第３号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第４号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第４号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第５号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第５号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第６号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第６号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第７号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第７号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第８号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第８号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第９号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第９号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第10号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。
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したがって承認第10号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

○議長（相川繁治君） これから、承認第11号、

専決処分につき承認を求めることについての件

を採決します。

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって承認第11号は原案のとおり承認す

ることに決定しました。

◎日程第15 報告第１号

○議長（相川繁治君） 日程第15、報告第１号、

平成27年度占冠村一般会計繰越明許費繰越計算

について報告を求めます。

総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） 議案書93ページを

お願いいたします。報告第１号、平成27年度占

冠村一般会計繰越明許費繰越計算についてご説

明申し上げます。本件は専決処分にて補正しま

した繰越明許費について全額を繰り越すことを

報告するものでございます。平成27年度占冠村

一般会計繰越明許費繰越計算書において内容の

ご説明を申し上げます。

２款、１項、総務管理費において自治体情報

システムネットワーク強靭化対策事業3653万４

千円で、未収入特定財源3510万円、一般財源143

万４千円でございます。以上、3653万４千円を

翌年度に繰り越すことを報告させていただきま

す。

○議長（相川繁治君） これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で報告を終わります。

◎日程第16 議案第１号から日程第20 議案第

５号

○議長（相川繁治君） 日程第16、議案第１号、

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いての件から日程第20、議案第５号、占冠村国

民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定

することについてまでの件、５件を一括議題と

します。

提案理由の説明を求めます。議案第１号から

議案第５号については、総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） 議案書95ページを

お願いいたします。議案第１号、北海道市町村

職員退職手当組合規約の変更について。地方自

治法第286条第１項の規定により、北海道市町村

職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。

内容でございます。内容につきましては、第

１条中、「健全化を」を「健全化に」に改め、第

３条中の「地方公共団体」を「市町村、一部事

務組合及び広域連合」に改めます。第５条の表

中、「市にあっては、通じて１人町村にあっては、

北海道総合振興局及び北海道振興局の管内」を

「市にあっては、通じて１人、町村にあっては

北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条

例別表１の所管区域に定める地域」に改めるも

のでございます。また、構成団体でございます

北空知学校給食組合、こちらが脱退したことに

よりまして表から削除するものでございます。

附則としまして、施行日は大臣の許可の日から

としております。

続きまして、議案書99ページをお願いいたし

ます。議案第２号、北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更について。本件は、構

成団体である北空知学校給食組合の脱退に伴い、

規約別表の変更について地方自治法第286条第１

項の規定により協議を要するので議会の議決を

求めるものでございます。内容としましては、
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規約別表１中の北空知学校給食組合を削るもの

でございます。附則として、施行日は総務大臣

の許可の日からとしております。

議案書、101ページをお願いいたします。議案

第３号、占冠村情報公開条例の一部を改正する

条例を制定することについて。本件は、情報処

理技術の発展に伴い、公文書の公開方法につい

て拡大をはかるため、本条例の一部を改正する

ものでございます。

内容としまして、第２条第２号中「磁気テー

プ等で決裁、供覧その他これらに準ずる手続が

終了し、実施機関が管理しているものをいう」

を「電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であっ

て、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの

として、当該実施機関が保有しているものをい

う」に改め、ただし書として、ただし、官報、

白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者

に販売することを目的として発行されるものを

除く。を加えまして、第８条第２項として公文

書の公開は、文書、図画、写真またはフィルム

については閲覧又は写しの交付により、電磁的

記録についてはその種別、情報化の進展状況等

を考慮して実施機関が定める方法により行う。

を加えるものです。附則として、施行期日は、

公布の日から施行するとしております。

議案書103ページをお願いいたします。議案第

４号、占冠村人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて。こちらについてご説明申し上げま

す。本件は、人事行政の状況について長に対す

る報告事項を定めた地方公務員法第58条の２、

第１項の改正により村条例で定めている報告事

項について改正するものでございます。内容は、

第３条中、「及び勤務成績の評定」を削り、職員

の休業の状況及び人事の評価の状況を追加する

ものでございます。附則として、施行日は公布

の日からとしております。

議案書105ページをお願いいたします。議案第

５号、占冠村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を制定することについて。こちらにつ

いてご説明します。本件は、国民健康保険の運

営のあり方の見直しにより、平成30年度から財

政運営責任が北海道に移行されることに伴い、

安定的な保険運営を図るうえで法定外一般会計

繰入については段階的、計画的に解消すること

が求められていることから、本村の国保事業に

ついて健全かつ安定的に運営するため、税率等

の見直しを行うものでございます。内容につき

ましては、議案要旨で説明を申し上げます。

議案要旨26ページをご覧ください。２の税率

内容で、所得割額で医療給付費分の所得割を

「100分の4.90」から「100分の5.50」に改正し、

均等割額は、医療給付費分で１千円、後期高齢

者支援金分で300円、介護納付金分で800円の引

き上げ。世帯別平等割額では、医療給付費分700

円、後期高齢者支援金分で700円、介護納付金分

で600円の引き上げとなります。また、世帯別平

等割額の特定世帯は、医療給付費分、後期高齢

者支援金分で350円の引き上げ。特定継続世帯は、

医療給付費分、後期高齢者支援金分で525円の引

き上げとなります。３の軽減内容は、第23条第

１項に規定する所得に応じた軽減率に対する均

等割額及び平等割額の引き上げ額を記載してお

ります。議案書にお戻りください。106ページを

お願いいたします。附則で、施行期日を交付の

日からとし、平成28年４月１日からの適用とし

ております。適用区分として、改正後の条例の

規定は平成28年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成27年度分までの国保税

については従前の例によることとしております。

以上、ご審議宜しくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説明
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を終わります。

◎日程第21 議案第６号から日程第23 議案第

８号

○議長（相川繁治君） 日程第21、議案第６号、

平成28年度占冠村一般会計補正予算、第１号の

件から、日程第23、議案第８号、平成28年度占

冠村簡易水道事業特別会計補正予算、第１号ま

での件、３件について一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。議案第６号につ

いては、総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） 議案書107ページを

お願いいたします。議案第６号、平成28年度占

冠村一般会計補正予算、第１号についてご説明

申し上げます。平成28年度占冠村一般会計補正

予算、第１号は、歳入歳出それぞれ5650万円を

増額し、歳入歳出の予算をそれぞれ27億1810万

円とするものと、地方債の変更１件でございま

す。以下、事項別明細書で歳入からご説明申し

上げます。

112ページをお願いいたします。14款、２項、

国庫補助金において２目、民生費国庫補助金で

臨時福祉給付金等給付事務費国庫補助金15万円

の増額、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付

事業費国庫補助金60万円の増額、臨時福祉給付

金給付事業費国庫補助金75万円の増額でござい

ます。

18款、１項、繰入金において、１目、財政調

整繰入金は3990万円の増額。７目、林業振興基

金繰入金は3100万円の増額でございます。

21款、１項、村債において４目、観光債は過

疎対策事業債でトマム給油所改修工事事業分

1590万円の減額でございます。

次に歳出について説明いたします。議案書113

ページをお願いいたします。２款、１項、総務

管理費において１目、一般管理費は報酬12万円

の増額、賃金では人事異動に伴い常勤嘱託職員

賃金等で563万円の増額、産業医送迎業務委託料

５万円の増額、パスポート事務関係備品購入費

39万３千円の増額。４目、財産管理費で普通旅

費８万円の増額、修繕料21万円の増額。５目、

総合センター管理費で修繕料19万７千円の増額。

７目、企画費で消耗品費96万円の増額、物産館

事務所内ネットワーク構築委託料25万９千円の

増額。10目、旅客自動車運送事業費で修繕料38

万７千円の増額でございます。

２款、３項、戸籍住民基本台帳費において、

１目、戸籍住民基本台帳費で通知カード・個人

番号カード関連事務の委任等にかかる交付金20

万円の増額でございます。

114ページをお願いいたします。３款、１項、

社会福祉費において１目、社会福祉総務費で、

賃金で人事異動により常勤嘱託職員が総務課所

管になったため494万４千円の減額。需用費７万

４千円の増額、役務費７万６千円の増額、負担

金、補助及び交付金135万円の増額でございます。

４款、１項、保健衛生費において、１目、保

健衛生総務費で、委託料で乳幼児健診委託料な

ど49万円の増額でございます。

115ページをお願いいたします。６款、２項、

林業費において、１目、林業振興費で社会保険

料等38万４千円の増額。臨時雇上賃金224万７千

円の増額、普通旅費10万６千円の増額、需用費

38万９千円の増額、委託料は林業６次産業化推

進事業委託料など2266万円の増額、使用料及び

賃借料90万円の減額、備品購入費は林業６次産

業化推進事業備品購入費などで1080万円の増額

でございます。

７款、１項、商工費において、１目、商工振

興費で臨時雇上賃金67万２千円の減額と財源振

替。２目、観光費で修繕料100万円の増額でござ

います。

116ページをお願いいたします。８款、３項、

住宅費において、１目、住宅管理費で消耗品費
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17万５千円の増額、債権回収委託料100万円の増

額、民間賃貸共同住宅等補助金800万円の増額で

ございます。

10款、１項、教育総務費において、４目、育

英事業費で、修繕料106万円の増額でございます。

10款、３項、中学校費において１目、学校管

理費で、修繕料９万１千円の増額でございます。

13款、１項、普通財産取得費において、１目、

土地取得費で土地購入費、120万３千円の増額で

ございます。

117ページをお願いいたします。14款、１項、

職員費において１目、職員費で一般職の給料138

万円、職員手当等106万６千円、共済組合分70万

６千円、福祉協会分２千円、退職手当組合分27

万１千円の増額で、いずれも人事異動による増

額となります。

戻りまして108ページをお願いいたします。補

正後の歳入歳出予算の金額は第１表、歳入歳出

予算補正のとおりでございます。

109ページをお願いいたします。地方債の補正

につきましては、表のとおり、トマム給油所改

修工事事業分の過疎対策事業債を変更しようと

するものでございます。以上、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 議案第７号については

保健福祉課長、伊藤俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 議案書119ペー

ジをお開き願います。議案第７号、平成28年度

村立診療所特別会計補正予算、第１号でありま

す。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を9100万円とするも

のであります。

内容についてご説明いたします。122ページを

お開き願います。まず、歳入についてからであ

ります。５款、繰越金、１項、繰越金、前年度

繰越金で100万円の増額であります。

続きまして歳出ですけれども、１款、総務管

理費、１項、施設管理費、１目、一般管理費に

おいて、共済費11万７千円の増額、賃金で30万

円の減額であります。これは職員の異動による

ものであります。23節、償還金、利子及び割引

料につきまして道補助金返還金72万６千円の増

額であります。これにつきましては、診療所の

運営補助金の精算によるものであります。

３目、トマム診療所管理費におきまして、需

用費で修繕料45万７千円の増額です。これにつ

きましては、トマム診療所の排煙窓取り替え修

繕を行うためのものです。

120ページをご覧ください。以上の説明のとお

り、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表、歳入歳出予算補正によります。

以上、よろしくご審議の方お願いいたします。

○議長（相川繁治君） 議案第８号については

産業建設課長、小林昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 議案書123ペー

ジをお願いいたします。議案第８号、平成28年

度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算、第１

号でございます。歳入歳出予算の補正でござい

ます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

40万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億7840万円とするものでございま

す。

議案書126ページをお願いいたします。内容に

ついては、事項別明細書によりご説明いたしま

す。歳入についてご説明いたします。４款、繰

越金、１項、繰越金、１目、繰越金、１節、繰

越金、前年度繰越金で40万円の増額でございま

す。

次に、歳出についてご説明いたします。２款、

管理費、１項、施設管理費、１目、施設維持費、

13節、委託料、水道料金システムソフト変更委

託料で40万円の増額でございます。
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124ページにお戻りください。補正後の歳入歳

出予算は第１表、歳入歳出予算補正のとおりで

ございます。以上、ご審議よろしくお願いいた

します。

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説明

を終わります。

わります。

◎散会宣言

○議長（相川繁治君） 以上で本日の日程は全

部終了しました。

これで本日の会議を閉じます。

本日はこれで散会します。

散会 午後４時30分
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

                    平成 ２８年 ７月 ２５日

占冠村議会議長     相 川 繁 治

    （署名議員）

占冠村議会議員     木 村 一 俊

占冠村議会議員     大 谷 元 江
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平成28年第２回占冠村議会定例会会議録（第２号）

平成27年６月17日（金曜日）

○議事日程

日程第１ 議案第１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第２ 議案第２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

日程第３ 議案第３号 占冠村情報公開条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて

日程第４ 議案第４号 占冠村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについて

日程第５ 議案第５号 占冠村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて

日程第６ 議案第６号 平成28年度占冠村一般会計補正予算（第１号）

日程第７ 議案第７号 平成28年度村立診療所特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第８号 平成28年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 意見書案第２号 2016年度北海道最低賃金改正等に関する意見書

日程第10 意見書案第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子ど

もの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30

人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見書

日程第11 意見書案第４号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての

子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書

日程第12 意見書案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書

日程第13 意見書案第６号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める

意見書

日程第14 議員派遣の件

日程第15 閉会中の継続調査所管事務調査申出

追加日程第１ 議案第９号 工事請負契約を締結することについて

追加日程第２ 議案第10号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

○出席議員（７名）

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 工 藤 國 忠 君

  ２番 木 村 一 俊 君       ３番 大 谷 元 江 君

      ５番 山 本 敬 介 君      ６番 五十嵐 正 雄 君

      ７番 佐 野 一 紀 君

○欠席議員（１名）

      ４番 長谷川 耿 聰 君
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○出席説明員

（長部局）

占 冠 村 長 中 村   博 副 村 長 堤   敏 満

会 計 管 理 者 小 尾 雅 彦 総 務 課 長 多 田 淳 史

企 画 商 工 課 長 松 永 英 敬 地 域 振 興 対 策 室 長 野 村 直 広

保 健 福 祉 課 長 伊 藤 俊 幸 産 業 建 設 課 長 小 林 昌 弘

林 業 振 興 室 長 今 野 良 彦 ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦

総 務 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 職 員 厚 生 担 当 主 幹 細 川 明 美

財 務 担 当 係 長 野 原 大 樹 税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦

企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 商 工 観 光 担 当 主 幹 後 藤 義 和

広 報 担 当 主 幹 森 田 梅 代 戸 籍 担 当 主 幹 竹 内 清 孝

国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗 社 会 福 祉 担 当 主 幹 高 桑   浩

保 健 予 防 担 当 主 幹 松 永 真 里 介 護 担 当 主 幹 木 村 恭 美
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（監査委員）
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○出席事務局職員

事 務 局 長 尾 関 昌 敏 君 主 事 久 保 璃 華 君
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開会 午前10時00分

◎開議宣言

○議長（相川繁治君） みなさん、おはよう

ございます。ただいまの出席議員は７人です。

定足数に達しておりますので、これから本日

の会議を開きます。

◎議事日程

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。

◎日程第１ 議案第１号

○議長（相川繁治君） 日程第１、議案第１

号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありません

か。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから議案第１号、北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更についての件を採決し

ます。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第１号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第２ 議案第２号

○議長（相川繁治君） 日程第２、議案第２

号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第２号、北海道町村議会議員

公務災害補償等組合規約の変更についての件

を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第２号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第３ 議案第３号

○議長（相川繁治君） 日程第３、議案第３

号、占冠村情報公開条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を議題としま

す。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。
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これをもって討論を終わります。

これから、議案第３号、占冠村情報公開条

例の一部を改正する条例を制定することにつ

いての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第４ 議案第４号

○議長（相川繁治君） 日程第４、議案第４

号、占冠村人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについての件を議題にします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 今回の条例改正で

人事評価の関係で、職場の中でそれぞれの職

員の個別的な人事をそれぞれが評価して実施

されるというふうに聞いています。問題はこ

れをやることによって、職員に負担がかかる

ような形でやられるということになると大変

問題があるというふうに思っています。職場

の中に職場を代表する団体もありますから、

当然その中で職員のいろんな意見等聞きなが

ら、十分に民主的にこれが実施されるんであ

ろうというふうに考えています。そのへんに

ついてどのように取り組まれているのか、状

況はどうなっているのか伺います。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） 五十嵐議員のご

質問にお答えいたします。人事評価制度に関

しましては、昨年度より研修の方をはじめま

して、本年度から本格的に運用のための研修

等を行っております。前段、５月の段階でも

職員、それから管理職に関して研修の方を行

ってきているところでございまして、７月以

降人事評価に関しまして課題を書き出すとい

うような作業も試験的に行っていこうという

ふうに考えております。それで、この評価に

関しましては今後関係団体もございますので、

職員等の負担にならないような形で進めてい

くという考えは当然ですし、今後この評価が

どこまで影響させていくのかという問題も検

討していかなければいけないと考えておりま

すので、今後研修を積みながら考えていきた

いというふうに思っております。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。

２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） ２点ほどお尋ねいた

したいと思います。まず、１点目は確認とい

うことですが、この条例は一応３月議会にお

いてもありました。それでその時、その施行

期日が附則で行政不服審査法の施行の日から

施行するということでありましたけども、行

政不服審査法の政令が出たのかどうか、それ

がいつなのかお尋ねするのが第１点。

それから、２点目は、今五十嵐さんから質

問がありましたところに関係することですが、

今回のこの改正は、地方公務員法の58の２、

第１項、第１号に関係する内容に関してのこ

とですが、古いところではこの人事評価と退

職管理ということに関して、今回の改正では

外されているわけですが、今回うちの条例に

２号のところで職員の人事評価の状況という

ことで織り込まれたのはどうしてなのかとい

うこと。ついでに、前回の古い条例で退職管

理がなかったのはなぜなのか。以上、２点に

ついて、お尋ねいたします。
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○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） 木村議員のご質

問にお答えさせていただきます。まず、退職

管理の状況が加えられていないということに

関しましてご説明いたします。本件に関しま

しては、退職管理の関係で、要は天下りの関

係してくるんですけれども、そういう形で退

職者の就職先の状況ですとか、それから給与

の状況ですとかそういうものを管理しなけれ

ばいけないということになっておりますが、

現段階でその規定を作っていくということで、

若干本村の場合とそぐわないところも出てき

ているということで、さらに検討が必要だと

考えておりまして、これについては今回、あ

えて急がずに加えないということを選択させ

ていただきました。このことに関しては早急

に検討して、要綱等考えながらできれば早い

段階で加えていきたいというふうに考えてお

ります。その他の部分、施行日の関係につい

てはお時間を頂きたいのですがよろしいでし

ょうか。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） 申し訳ございま

せん。３月の条例の件ですけども、本年度４

月１日から施行しております。以上でござい

ます。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 施行日のことは分か

りました。その退職管理のことですけども、

勘違いしているんでないかなと思うんですけ

どね、退職管理については元の地方公務員法

では盛られていたんだけど、うちの条例では

なかったわけですよね。もともとなかったわ

けです。今回なくても良いと言ったらあれで

すけども、そのもともとなかった時の退職管

理について、なかったのはどうしてかという

のをお聞きしたかったのと、今回その新しく

なった地方公務員法のところで人事評価とい

うものがなくなっているわけですよね。それ

なのに今回の条例で入っているのはなぜかと

いうことをお聞きしたかったんですけど、そ

こらへんの答弁がなかったと思うんですが、

ゆっくり考えてください。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） お答えいたしま

す。前の条例の中で退職管理の記載がなかっ

たということに関しましては、本来であれば

地方公務員法どおりでいくと記載の必要があ

るかとは思うんですけど、本村の実態からし

まして天下り等の実態もないということで、

必要がないという判断で盛り込んでいなかっ

たというふうに解釈しております。以上でご

ざいます。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） その人事評価のこと

についての回答がないのでもう一回言います

けども、人事評価のところが今回の地方公務

員法の規定では落ちているわけですよね。落

ちているのになぜ入れたかということを聞き

たかったんですよね。そこのところの答えが

なかったように思うんですが。

○議長（相川繁治君） このままの状態で暫

時休憩します。

休憩 午前10時14分

再開 午前10時15分

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） 申し訳ございま

せん、お答えをしたいと思います。今回第６

条第６号の勤務成績の評定、こちらを削りま

して人事評価というものを入れております。
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こちらの方は人事評価につきましては、国の

方で定められておりまして人事評価制度導入

ということに繋がりますので、こちらを入れ

させていただいたということでございます。

以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第４号、占冠村人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについての件を採

決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第４号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第５ 議案第５号

○議長（相川繁治君） 日程第５、議案第５

号、占冠村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を制定することについての件を議題

とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第５号、占冠村国民健康保

険税条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第５号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第６ 議案第６号

○議長（相川繁治君） 日程第６、議案第６

号、平成28年度占冠村一般会計補正予算、第

１号の件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 何点かお尋ねいたし

たいと思います。まず112ページ、21款、村債、

第１項、村債、観光債のトマム給油所改修工

事の減額についてであります。これは３月議

会で決められて予算付けられたものですが、

一応今年度遅くか来年度にかけてぜひガソリ

ンスタンドをやっていきたいということで予

算付けられて、３月議会でも結構運営母体が

どうだとか、その内容がどうだとか、決まっ

ていないのに予算付けていいのかということ

で結構問題になったところなので、これがま

ず全額減額になったこのへんについてお尋ね

いたしたいと思います。

それから113ページ、２項、１目の報酬の欄

と13節の委託料にあります産業医報酬と産業

医送迎業務委託料ということで予算が出てい
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るわけですが、当初にはなかったので今回の

補正であるわけですが、今までの産業医さん

がこういう項目がなかったのに、どうして今

回出てきたのかそのいきさつ。それと、職員

の健康管理体制、それが万全になっているの

かどうか。そこをお聞きいたします。

それから、７目の企画費にあります需用費

と委託料についてですが、これ関連している

と思うんですが、物産館の事務所内ネットワ

ークその構築の委託料ということでこれがど

んな内容か。利用者としての想定がどんなふ

うなところなのかお尋ねいたします。

114ページ、３款、１項、１目の一番上、７

節の賃金の予算が全額減額されていますがこ

の理由をお知らせください。

それから115ページの６款、２項、その13節、

委託料並びに14節の使用料及び賃借料のとこ

ろの村の木活用事業委託料がかなりの増額に

なり、同じく、村の木活用事業機器使用料が

ほとんど減額されているわけです。そのへん

の兼ね合いというか、その内容についてどう

いうことなのか知らせていただきたいのと、

116ページの８款、３項、１目、13節、委託料

の債権回収委託料、弁護士さんに債権回収を

委託するということだと思うんですが、最初

20万だったのが100万というかなり増額なりま

した。その理由と一応、対象となる債権の内

容についてお尋ねいたします。

それから、19節のその下、民間賃貸共同住

宅等補助金、この補助の内容についてお尋ね

します。

それから10款、１項の４目、育英事業費、

教育次長に聞きたいんですけども、この修繕

費がかなり増額になっています。その内容と

当初予算に載らなかった理由を説明ください。

それから13款、１項、１目、土地取得費に

ついて、この購入予定地、そして用途をお知

らせください。以上であります。

○議長（相川繁治君） 地域振興対策室長、

野村直広君。

○地域振興対策室長（野村直広君） それで

は116ページの８款、３項、１目、住宅管理費

の中にあります19節、負担金、補助及び交付

金、こちらの民間賃貸共同住宅等補助金の内

容についてご説明させていただきます。こち

らにつきましては、地方創生加速化交付金の

活用を目指してトマムグローカル化子育て世

帯移住促進プロジェクトという事業につきま

して、一次の申請を国にしていたところです

が一次で不採択となりました。この不採択と

なった中で二次の申請に向けて準備を進めて

いたんですが、国への相談においてこの民間

賃貸共同住宅の助成金は対象外という正式な

回答があったことから、トマム地区において

子育て世帯の定住促進をするために住宅の建

設は喫緊の課題ということで、今回、１棟４

戸の建設を想定しまして、基準額１戸あたり

200万円、４戸分の800万円を計上したもので

ございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） お答えいたしま

す。まず、112ページ、21款、村債の観光債の

関係でございます。こちらに関しては北海道

の過疎地域自立方針の中で給油所の機能確保

ということが記載されておりまして、村とい

たしましても過疎自立市町村計画、こちらの

方にトマム地区でのサービスステーション再

開ということで登載しておりました。村とし

まして北海道と協議手続きを経て過疎計画を

作成していたんですけれども、当然過疎債が

適用されるという考えで進めておりましたが、

国の定める過疎法の12条１項、それから２項

に該当しないという北海道の見解が後にござ
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いまして、今回過疎債が適用されないという

ことになりまして、全額単費での計上という

ことにさせていただくということになりまし

た。それで1590万円の減額という形にさせて

いただいております。

次に歳出になります。113ページ、２款、１

項、総務管理費の１目、一般管理費、１節、

報償費になります。産業医報酬でございます

けれども、こちら産業医報酬と13節、産業医

送迎業務委託料に関しましては、今年度、村

の医師お一人採用しているんですけれども、

その医師が産業医の資格がないということで、

今までですと産業医の資格を持っていただい

た先生にお願いしていたという経緯で無償と

いう形でお願いをしていたんですけれども、

今回の産業医の資格がないということで、産

業医の資格研修を取っていただくまでの間、

富良野協会病院の院長の方に産業医の方をお

願いしたという経緯がございます。それで無

償というわけにはいかないということで、報

酬を設置するとともに、送迎の方もというこ

とで予算を計上しております。

それから産業医が村の医師ではないという

ことで、職員管理の方も衛生委員会の方、６

月に一度開催しているんですけども、それ以

降職場点検等に関しては十分医師、新しい産

業医と協議しながら衛生委員会の方を開催し

ていきたいと考えております。以上でござい

ます。

○議長（相川繁治君） 教育次長、岡崎至可

君。

○教育次長（岡崎至可君） 木村議員の質問

にお答えいたします。116ページです。10款、

１項、４目、育英事業費、11節、需用費の修

繕の内容でございます。修繕の内容といたし

ましては、いわゆる大型バスの紫色、ピンク

色と言われているバスの修繕でありまして、

前後左右のタイヤ周りのサビが酷く、そのへ

んの修繕をしたいと思っております。なぜ当

初予算に盛り込めなかったかと言うと、28年

当初の段階ではもう少し我慢していこうと考

えておりましたが、いよいよちょっと老朽化

が目立ってきておりまして、そのへんで今回

修繕をあげさせていただくことになりました。

よろしくお願いいたします、以上です。

○議長（相川繁治君） 企画商工課長、松永

英敬君。

○企画商工課長（松永英敬君） 議案書113ペ

ージ、２款、１項、７目、企画費の13節、委

託料、物産館事務所内ネットワーク構築委託

料の増でございますけれども、こちらにつき

ましては役場庁舎と物産館内に設置されまし

た職員の事務所におきまして、ＬＧＷＡＮ回

線という行政内ネットワークの回線を敷設す

る内容でございます。一般のインターネット

と行政内部の回線の切り分けが求められてお

りますので、こちらを敷設することによりま

して、職員間のメールのやり取り等が円滑に

行われると、そういう効果を持っているもの

でございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、今野

良彦君。

○林業振興室長（今野良彦君） 木村議員の

お答えいたします。議案書115ページ、６款、

２項、１目、林業振興費、13節、委託料の村

の木活用事業委託料でございますが、２年目

を迎えたメイプルシロップの生産の事業です

けれども、今年度においてはさらなる販路の

拡大ですとか、販売等に向けた組織づくりに

重点を置こうと。それから採取場所の整備等

を含めまして、増額となっております。

また14節の使用料及び賃借料については、

昨日も申し上げましたけれども、委託先受託

者が格安の機械を整備しておりますので必要
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がなくなって減額となっております。以上で

す。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林

昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 木村議員の

ご質問にお答えいたします。116ページ、８款、

土木費、３項、住宅費、１目、住宅管理費、

13節、委託料、債権回収委託料の100万円の増

についてご説明いたします。２件ございまし

て、１件目からご説明いたします。

平成26年11月から弁護士に債権回収の督促

を委託しておりましたけれども、納付が滞っ

たため財産差し押さえ訴訟を開始する委託契

約をするものでございます。金額については、

40万円でございます。

２件目です。入居中で長期間家賃の納付が

ないため、住宅明け渡しと債権回収訴訟の委

託契約をするものでございます。金額につい

ては66万円でございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 木村議員の

質問にお答えいたします。114ページ、３款、

１項、１目、７節の賃金、常勤嘱託職員の賃

金494万４千円の減でありますけども、これに

つきましては人事異動による、所管替えによ

るものであります。内容としましては、福祉

施設推進室長の分であります。以上です。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） 答弁の方漏れて

おりました、申し訳ございません。116ページ

の13款、１項、普通財産取得費の公有財産購

入費でございます。土地購入費ですが、こち

ら場所が千歳行政区内の昨年度建設しました

消防職員の職員住宅の横になります。661平米

でございます。用途としては宅地ということ

になってございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 山本議員よろしいで

すか。質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから議案第６号、平成28年度占冠村一

般会計補正予算、第１号の件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第６号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第７ 議案第７号

○議長（相川繁治君） 日程第７、議案第７

号、平成28年度村立診療所特別会計補正予算、

第１号の件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） １点だけお尋ねいた

します。122ページ、歳出、１款、１項、１目

の23節にあります道補助金返還金ついてであ

りますけども、まあそもそもこの補助金とい

うものがどのような経緯でもらえるもので、

いくら、いつもらったのか。そしてどのよう

な理由で、内容で返還するのか。そのへんの

内容についてお尋ねいたします。これは今年

度の予算でも350万の補助金がありますし、前
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年度も350万あるんですけど、どっちの方の、

去年の返還金ですかね、説明してください。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 木村議員の

質問にお答えいたします。この道補助金につ

きましては、へき地診療所の運営費道補助金

でありますこの補助金につきましてはトマム

診療所の運営に対する補助金であります。占

冠診療所につきましては診療収入等があるた

め補助対象基準額が低く設定しているため、

占冠診療所については対象外というふうにな

っております。

補助金の内容ですけれども、補助対象経費

から収入額を引いた額に、補助率３分の２を

かけたものが補助金として入ってくるもので

あります。今回の返還金につきましては平成

27年度の運営費にかかるものでありまして、

補助金の申請自体は今年の１月に申請して３

月に決定を受けて、その後交付されるのであ

りますけれども、補助金申請の段階で収入額

を低く見積もったために、当初の補助申請額

が多かったということから返還が出てきまし

た。最初に補助金の収入額につきましては477

万８千円でありまして、精算後の補助金が404

万８千円ということで73万円の返還が見込ま

れるということであります。これから６月中

に精算の実績報告を行うということでありま

すので、試算の結果、73万円の返還が見込ま

れるということであります。予算では72万６

千円増でありますけれども、当初10万円の予

算を計上しておりますのでこの範囲内で足り

るというふうに認識をしております。以上で

す。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

      （「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありません

か。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから議案第７号、平成28年度村立診療

所特別会計補正予算、第１号の件を採決しま

す。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第８ 議案第８号

○議長（相川繁治君） これから日程第８、

議案第８号、平成28年度占冠村簡易水道事業

特別会計補正予算、第１号の件を議題としま

す。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって、討論を終わります。

これから議案第８号、平成28年度占冠村簡

易水道事業特別会計補正予算、第１号の件を

採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第９ 意見書案第２号から日程第13

意見書案第６号

○議長（相川繁治君） 日程第９、意見書案

第２号、2016年度北海道最低賃金改正等に関

する意見書の件から日程第13、意見書案第６

号、給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費

負担の軽減を求める意見書までの件、５件を

一括議題にします。提案理由の説明を求めま

す。意見書案第２号については、五十嵐正雄

君。

○６番（五十嵐正雄君） 意見書案第２号、

2016年度北海道最低賃金改正等に関する意見

書。このことについて、別紙のとおり意見書

を提出します。平成28年６月17日提出。提出

者、占冠村議会議員、五十嵐正雄、賛成者、

同じく、佐野一紀、賛成者、同じく、大谷元

江。読み上げて提案いたします。2016年度北

海道最低賃金改正等に関する意見書。

地域最低賃金は、北海道の低賃金構造を改

善し、「働く貧困層＝ワーキングプア」の解消

のためのセーフティネットの一つとして最も

重要なものです。

労働基準法第２条では、「労働条件の決定は

労使が対等な立場で行うもの」と定めていま

すが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規

労働者やパートタイム労働者は、労働条件決

定にほとんど関与することができません。

総務省「就業構造基本調査」によると、道内

の非正規労働者数は約96万人、雇用労働者の

約43％（全国２番目）と高く、労働政策研

究・研修機構が実施した「多様な就業形態に

関する実態調査」においても、かつての家計

補助者という位置付けから、３分の１が家計

維持者へシフトしています。また、若年労働

者数は、この10年間で３割も減少する一方で、

４割が非正規雇用であり、少子化の加速によ

って、税・社会保障の担い手が減少していま

す。加えて、年収200万円以下のいわゆるワー

キングプアと呼ばれる道内労働者も48万人近

くに増加し、割合も３割を超えている現状に

あります。

2010年、政府、労働界、経済界の代表等で

つくる政府の「雇用戦略対話」において、「最

低賃金は、できる限り早期に全国最低800円を

確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年まで

に全国平均1000円を目指す」との合意をして

おり、北海道地方最低賃金審議会の答申書に

おいても、上記引き上げに向けた目標設定の

合意を２年連続で表記しました。

最低賃金が上がらなければ、非正規等で働く

多くの方の生活はより一層厳しいものとなり、

ひいては北海道経済の停滞を招くことにつな

がりかねません。

よって、北海道労働局及び北海道地方最低

賃金審議会においては、2016年の北海道最低

賃金の改正にあたって、以下の措置を講ずる

よう強く要望します。

１、「雇用戦略対話合意」に基づき、早期に

800円を確保し、2020年までに全国平均1000円

に到達することができるよう、2015年度北海

道地方最低賃金審議会答申を十分尊重し、デ

フレ脱却と経済の好循環の実現に向けて、最

低賃金を大幅に引き上げること。

２、設定する最低賃金は、経験豊富な労働

者の時間額が、道内高卒初任給(時間額882円)

を下回らないよう、適切な水準を確保するこ

と。

３、最低賃金引き上げと同時に、中小企業

に対する支援の充実と安定した経営を可能と
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する実効ある対策を行うよう国に対し要請す

ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。平成28年６月17日、北海道勇

払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書提出

先、北海道労働局、北海道地方最低賃金審議

会。以上、ご審議のほどよろしくお願いいた

します。

○議長（相川繁治君） 意見書案第３号につ

いては、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） 意見書案第３号、義

務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２へ

の復元、子どもの貧困解消など教育予算確

保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」

の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見

書。このことについて、別紙のとおり意見書

を提出します。平成28年６月17日提出。提出

者、占冠村議会議員、大谷元江、賛成者、占

冠村議会議員、佐野一紀、賛成者、占冠村議

会議員、山本敬介。義務教育費国庫負担制度

堅持・負担率１／２への復元、子どもの貧困

解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充

実、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定

数改善に向けた意見書。

日本の教育にかかわる公財政教育支出は、

対ＧＤＰ比においてＯＥＣＤ加盟34カ国の平

均が4.7％に対し3.5%と大きく下回り、加盟国

中、最下位となっています。その一方で、子

ども一人当たりの教育支出における私費負担

率は依然として高い水準にあります。このこ

とは、日本の教育にかかわる公的支出の貧困

さを証明するものです。また、厚労省から発

表された12年度の国民生活基礎調査によると、

子どもの貧困率は16.3％と約６人に１人、ひ

とり親家庭にいたっては54.6％と２人に１人

以上となっています。このような状況の中、

子どもたちの「貧困と格差」は一層拡大し、

経済的な理由によって進学・就学を断念する

など、「教育の機会均等」は崩され、学習権を

含む子どもの人権も保障されない状況となっ

ています。教育現場では、いまだに地方財政

法で「住民に負担を転嫁してはならない」と

している人件費、旅費をはじめ、校舎等の修

繕費がＰＴＡ会計より支出されている実態が

多くあり、給食費、修学旅行費、テストやド

リルなどをはじめとする教材費などの保護者

負担も依然として減少せず、地方交付税措置

されている教材費や図書費についても都道府

県や市町村において、その措置に格差が生じ

ています。また、「高校授業料無償制度」所得

制限や、生活扶助費の切り下げによる就学援

助制度の改悪など、子どもたちの「貧困と格

差」は一層拡大し、経済的な理由によって進

学・就学を断念することに繋がるなど、「教育

の機会均等」に影響を及ぼしています。

また、義務教育費国庫負担率が１／２から

１／３になったことで、定数内期限付採用や

非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足

などの状況も顕著になっています。2016年度

文科省予算では、財源不足などを理由に、義

務標準法改正を伴う教職員定数改善は見送ら

れました。子どもたちに行き届いた教育を保

障するためには、教職員定数の拡充は喫緊の

課題であり、義務標準法の改正を伴う「教職

員定数の改善」と「学級基準編制の制度改

正」及び「30人以下学級」の早期実現が不可

欠です。

子どもたちは、住む地域や環境に関係なく

平等に教育を受ける権利を有しています。そ

の保障のためには、国による教育予算の確保

と拡充が必要です。

これらのことから、国においては義務教育

費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当

面負担率１／２への復元など、以下の項目に
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ついて地方自治法第99条に基づき、教育予算

の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう

意見します。

１、国の責務である教育の機会均等・水準

の最低保障を担保するため、義務教育費を無

償となるよう、また、義務教育費国庫負担制

度の堅持、当面、義務教育費国庫負担金の負

担率を１／２に復元されるよう要請します。

２、「30人以下学級」の早期実現にむけて、

小学校１年生～中学校３年生の学級編成標準

を順次改定すること。また、住む地域に関係

なく子どもたちの教育を保障するため、義務

標準法改正を伴う教職員定数改善の早期実現、

及び、必要な予算の確保・拡充をはかるよう

要請します。

３、子どもたちや学校、地域の特性にあっ

た教育環境を整備し、充実した教育活動を推

進するために、教頭・養護教諭・事務職員の

全校配置を実現するよう要請します。

４、給食費、修学旅行費、教材費など保護

者負担の解消、就学保障の充実、図書費など

国の責任において教育予算の十分な確保・拡

充を行うよう要請します。

５、経済的な理由により子どもたちが進

学・就学を断念するなどの「子どもの貧困」

を解消するため、国の責任において、就学援

助制度の堅持、教育予算の十分な確保・拡充

するとともに、返還義務を伴わない給付型奨

学金などの拡充を行うよう要請します。

６、高校授業料無償制度への所得制限撤廃、

および、朝鮮学校の授業料無償化適用除外の

撤回が実現されるよう要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。平成28年６月17日。北海道勇

払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書提出

先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、

総務大臣、財務大臣 文部科学大臣、地方創

生担当大臣。以上、提出いたします。よろし

くお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第４号につ

いては、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 意見書案第４号、道

教委『新たな高校教育に関する指針』の見直

しとすべての子どもにゆたかな学びを保障す

る高校教育を求める意見書。このことについ

て、別紙のとおり意見書を提出します。平成

28年６月17日提出。提出者、占冠村議会議員、

佐野一紀、賛成者、同じく、五十嵐正雄、賛

成者、同じく、山本敬介。裏面をご覧くださ

い。読み上げて提案していきたいと思います。

道教委『新たな高校教育に関する指針』の見

直しとすべての子どもにゆたかな学びを保障

する高校教育を求める意見書。

道教委は、「新たな高校教育に関する指針

（2006年）」にもとづき、毎年度「公立高等学

校配置計画」を決定し、「望ましい学級規模」

を「40人学級で４～８学級」として、高等学

校の募集停止や再編・統合を行ってきました。

これによって、2007年以降、現在までに全道

で24校が募集停止、21校が再編・統合による

削減となることが決定しています。

「配置計画」で再編・統合、募集停止の対

象とされた高校では、入学希望者の激減する

現象が生じています。さらに、子どもの進学

を機に地元を離れる保護者も現れ、過疎化を

加速させ、経済や産業、文化などに影響を及

ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐこととな

っています。地元の高校を奪われた子どもた

ちは、遠距離通学や下宿生活等を余儀なくさ

れ、精神的・身体的な負担は増大し、保護者

の経済力によっては通学断念にまで追い込ま

れかねないといった実態も報告されています。

昨年度、道教委は「配置計画」において、

奥尻高校を町立移管とし、今後もさらに地方
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の小規模校を自治体へ移管する考えを示しま

した。これは、全道の子どもたちに等しく後

期中等教育を保障する教育行政としての責任

を放棄していると言えます。

北海道では、「貧困と格差」の固定化・拡大、

地方の人口減少など、社会状況が大きく変化

しており、こうした中で「指針」策定から９

年が経過しています。この間、「募集停止」

「再編統合」など「計画」により地元から高

校が無くなったことで、遠距離通学や下宿生

活などにより子ども・保護者に身体的・精神

的・経済的負担増を強いています。これはそ

のまま「地方の切り捨て」、ひいては北海道地

域全体の衰退につながります。

したがって、広大な北海道の実情にそぐわ

ない「新たな高校教育に関する指針」を抜本

的に見直し、中学卒業者数の減少期だからこ

そ、学級定数の見直しを行うなど、地域に高

校を存続させ、希望するすべての子どもにゆ

たかな後期中等教育を保障していくべきです。

そのためには、地域の意見・要望を十分反映

させ、地域の経済・産業・文化の活性化を展

望した新たな「高校配置計画」「高校教育制

度」を創り出していくことが必要です。

以上の趣旨にもとづき、次の事項について

意見します。

１、道教委が2006年に策定した「新たな高

校教育に関する指針」は、広大な北海道の実

情にそぐわず、地域の教育や文化だけでなく、

経済や産業など地域の衰退につながることか

ら、抜本的な見直しを行うこと。

２、「公立高校配置計画」については、子ど

も・保護者・地元住民など、道民の切実な意

見に真摯に耳を傾け、一方的な策定は行わな

いこと。

３、教育の機会均等と子どもの学習権を保

障するため、「遠距離通学費等補助制度」の５

年間の年限を撤廃するとともに、もともと高

校が存在しない町村から高校へ通学する子ど

もたちも制度の対象とすること。

４、しょうがいのある・なしにかかわらず、

希望するすべての子どもが地元の高校へ通う

ことのできる後期中等教育を保障するための

検討をすすめること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。平成28年６月17日。北海道勇

払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書提出

先、北海道教育委員会教育長、北海道知事、

北海道議会議長。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第５号につ

いては、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 意見書案第５号、地

方財政の充実・強化を求める意見書。このこ

とについて、別紙のとおり意見書を提出しま

す。平成28年６月17日提出。提出者、占冠村

議会議員、山本敬介、賛成者、同じく、木村

一俊、賛成者、同じく、工藤國忠。一部を要

約して読み上げて提案をいたします。地方財

政の充実・強化を求める意見書。

地方自治体は、子育て支援、医療、介護な

どの社会保障、被災地の復興、環境対策、地

域交通の維持など、果たす役割が拡大する中

で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策

定・実行など、新たな政策課題に直面してい

ます。

本来、必要な公共サービスを提供するため、

財源面でサポートするのが財政の役割です。

しかし、財政再建目標を達成するためだけに、

不可欠なサービスが削減されれば本末転倒で

あり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらす

ことは明らかです。

このため、2017年度の政府予算、地方財政

の検討にあたっては、国民生活を犠牲にする
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財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に

見積もり、人的サービスとしての社会保障予

算の充実、地方財政の確立をめざすことが必

要です。このため、政府に以下の事項の実現

を求めます。

１、社会保障、被災地復興、環境対策、地

域交通対策、人口減少対策など、増大する地

方自治体の財政需要を的確に把握し、これに

見合う地方一般財源総額の確保をはかること。

２、急増する社会保障ニーズへの対応と人

材を確保するための社会保障予算の確保およ

び地方財政措置を的確に行うこと。

３、地方交付税における「トップランナー

方式」を廃止すること。

４、復興交付金、震災復興特別交付税など

の復興にかかる財源措置については、2016年

度以降も継続すること。また、地方交付税算

定のあり方を引き続き検討すること。

５、地域間の財源偏在性の是正のため、抜

本的な解決策の協議を進めること。同時に、

各種税制の廃止、減税を検討する際には、自

治体財政に与える影響を十分検証した上で、

代替財源の確保をはかること。

６、地方財政計画に計上されている「歳出

特別枠」「重点課題対応分」および「まち・ひ

と・しごと創生事業費」については、現行水

準を確保すること。また、これらの財源措置

について、経常的に必要な経費に振り替える

こと。

７、地方交付税の財源保障機能・財政調整

機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例

の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小

規模自治体に配慮した段階補正の強化などの

対策を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。平成28年６月17日。北海道勇

払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書提出

先、内閣総理大臣、以下記載のとおりであり

ます。以上、審議のほどよろしくお願いいた

します。

○議長（相川繁治君） 意見書案第６号につ

いては、工藤國忠君。

○１番（工藤國忠君） 意見書案第６号、給

付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担

の軽減を求める意見書。このことについて、

別紙のとおり意見書を提出します。平成28年

６月17日提出。提出者、占冠村議会議員、工

藤國忠、賛成者、同じく、五十嵐正雄、賛成

者、同じく、佐野一紀。

「奨学金」利用者は年々増加し、大学生の

２人に１人が何らかの「奨学金」を利用して

います。その背景には、私立大学初年度納付

金の平均が 1,322,526 円、国立大学では標準

で 817,800 円と高騰していることや、家庭収

入が減少していることにより、奨学金に頼ら

なければ大学に進学できない学生が多数を占

めることによるものです。

一方、不安定雇用や低賃金により、卒業し

ても返済に苦しみ、「返したくても返せない」

若者が増加しており、延滞者は 33 万人に及ん

でいます。そもそも、「安定した収入を得て返

済する」という制度の前提条件が大きく崩れ

ていると言わざるを得ません。また、滞納者

には年５パーセントの延滞金が課せられ、延

滞後の返還金がまず延滞金に充当されるため、

元金が長期間減らないことも大きな負担にな

っています。そのため、結婚や出産、子育て

への影響も懸念されるところです。

ＯＥＣＤ加盟 34 か国のうち、半数近くの国

の大学は授業料が無償で、32 か国に公的な給

付型奨学金制度が整備されています。大学の

授業料が有償で、公的な給付型奨学金制度が

ないのは日本だけです。

若者を社会全体で応援し、急速にすすむ少
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子高齢化や地方の衰退に歯止めをかけるため、

下記の事項を実現するよう強く要望します。

１、速やかに大学等において国の給付型奨

学金制度を導入するとともに、高校を含めて

拡充すること。

２、当面、貸与型奨学金は無利子とし、延

滞金は廃止すること。廃止までの間、返済金

は元金・利息・延滞金の順に充当するととも

に、所得に応じた無理のない返済制度を確立

すること。

３、大学等の学費の引き下げや授業料減免

の拡充を実行すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見

書を提出する。平成 28 年 6 月 17 日北海道勇

払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書提出

先、内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議

長、参議院議長。以上であります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

討論を省略します。

これから意見書案第２号、2016年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書の件を採決し

ます。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第３号、義務教育費国庫

負担制度堅持・負担率１／２への復元、子ど

もの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学

保障の充実、「30人以下学級」の実現をめざす

教職員定数改善に向けた意見書の件を採決し

ます。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第４号、道教委『新たな

高校教育に関する指針』の見直しとすべての

子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を

求める意見書の件を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第５号、地方財政の充

実・強化を求める意見書の件を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第６号、給付型奨学金制

度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求め

る意見書の件を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

◎日程第14 議員派遣

○議長（相川繁治君） 日程第14、議員派遣

の件を議題とします。

お諮りします。議員派遣の件につきまして、

お手元に配布したとおりご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

よって議員派遣の件は、お手元に配布したと

おり決定いたしました。

◎日程第15 閉会中の継続調査所管事務調査

申出

○議長（相川繁治君） 日程第15、閉会中の

継続調査所管事務調査申出の件を議題としま

す。

議会運営委員長及び総務産業常任委員長か

ら、会議規則第74条の規定により、お手元に

配布した申出書のとおり、閉会中の継続調査、

所管事務調査の申出がありました。

お諮りします。

委員長から、申出のとおり閉会中の継続調

査所管事務調査とすることにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続調査所管事務調査とすることに決

定しました。

しばらく休憩します。

休憩 午前11時17分

再開 午前11時26分

◎追加日程の決定

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

お諮りします。

ただいま、村長から議案第９号、工事請負

契約を締結することについての件から議案第

10号、北海道市町村職員総合事務組合規約の

変更についての件が提出されました。これを

日程に追加し、追加日程第１から追加日程第

２として議題にしたいと思います。ご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号から議案第10号を

日程に追加し、追加日程第１から追加日程第

２として議題とすることに決定しました。

◎追加日程第１ 議案第９号

○議長（相川繁治君） 追加日程第１、議案

第９号、工事請負契約を締結することについ

ての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。産業建設課長、

小林昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 議案第９号、

工事請負契約を締結することについて、次の

とおり工事請負契約を締結するため、地方自

治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定により議会の議決を求め

るものでございます。

工事請負契約の内容についてご説明いたし

ます。１、契約の目的、平成28年度上トマム

地区ポンプ場築造工事。２、契約の方法、指

名競争入札、５者によります指名競争入札を

行っております。３、契約金額、8650万８千

円。契約の相手側、札幌市中央区北８条西20

丁目２番15号、新栄クリエイト株式会社、代

表取締役大西一洋。
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工事概要についてご説明いたします。機械

計装設備としまして、原水式時計、計装テレ

メーター盤、動力制御盤、テレメーター装置、

非常用発電機等の設置でございます。２つ目

としまして、電気計装動力配線設備一式。３

つ目といたしまして、電気外構配線設備一式

でございます。以上、ご審議よろしくお願い

いたします。

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって、討論を終わります。

これから、議案第９号、工事請負契約を締

結することについての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号は原案のとおり可

決されました。

◎追加日程第２ 議案第10号

○議長（相川繁治君） 追加日程第２、議案

第10号、北海道市町村総合事務組合規約の変

更についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。総務課長、多

田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） 議案書129ページ

になります。議案第10号、北海道市町村総合

事務組合規約の変更についてご説明申し上げ

ます。本件は組合の構成団体であります北空

知学校給食組合の脱退に伴いまして、規約別

表第１及び第２の変更について地方自治法第

286条第１項の規定により協議を要しますので

議会の議決を求めるものでございます。

内容につきましては、規約別表第１及び別

表第２の中の北空知学校給食組合を削るもの

でございます。附則としまして、施行日は大

臣の許可の日からとしております。以上、ご

審議よろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって、討論を終わります。

これから、議案第10号、北海道市町村総合

事務組合規約の変更についての件を採決しま

す。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第10号は原案のとおり可

決されました。

◎閉会の議決

○議長（相川繁治君） お諮りします。以上

をもって、本定例会に付議された案件は全て

終了しました。
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したがって、会議規則第７条の規定によっ

て本日で閉会したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定しました。

◎閉会宣言

○議長（相川繁治君） これで、本日の会議

を閉じます。平成28年第２回占冠村議会定例

会を閉会します。

            閉会 午前11時34分
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

                    平成 ２８年 ７月 ２５日

占冠村議会議長     相 川 繁 治

（署 名 議 員）

占冠村議会議員     木 村 一 俊

占冠村議会議員     大 谷 元 江


